
 

 1

食 品安全委員会プリオン専門調査会  

第 21 回会合議事録  

  

１．日時  平成 17 年３月 11 日（金）  9:30 ～ 12:37  

 

２．場所  食品安全委員会大会議室 

 

３．議事 

（１）我が国における牛海綿状脳症（ＢＳＥ）対策の見直しについて 

（２）その他 

 

４．出席者 

  （専門委員）   

吉川座長、小野寺専門委員、甲斐（諭）専門委員、 

甲斐（知）専門委員、北本専門委員、堀内専門委員、 

山内専門委員、山本専門委員、横山専門委員 

（食品安全委員会委員） 

寺田委員長、小泉委員、寺尾委員、 

中村委員、本間委員、見上委員 

（関係府省） 

厚生労働省、農林水産省 

（事務局） 

齊藤事務局長、小木津総務課長、村上評価課長、杉浦情報・緊急時対応課長、 

西郷リスクコミュニケーション官、冨澤評価調整官、梅田課長補佐 

 

５．配布資料 

資料１   我が国における牛海綿状脳症（ＢＳＥ）対策に係る食品健康影響評価（修 

正二次案） 

資料２   我が国におけるＢＳＥサーベイランスに関する資料（農林水産省からの 

追加提出資料） 

  参考資料１ 諮問書（平成 16 年 10 月 15 日付け厚生労働省発食安第 1015001 号、16 

消安第 5410 号） 

参考資料２ 論点メモ（吉川座長試案） 

参考資料３ 我が国における牛海綿状脳症（ＢＳＥ）対策に係る食品健康影響評価（修 
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正案）（第 20 回プリオン専門調査会配布） 

  参考資料４ 厚生労働省及び農林水産省から提出された資料（別冊ファイル） 

 

６．議事内容 

○吉川座長  それでは、定刻になりましたので、ただいまから第 21 回「プリオン専門調査

会」を開催したいと思います。本日は、９名の専門委員が御出席です。欠席は金子委員、

佐多委員、品川委員の３名です。食品安全委員会からは寺田委員長、寺尾委員、小泉委員、

見上委員、中村委員、本間委員が御出席です。事務局につきましては、お手元の座席表を

御覧になっていただければと思います。本日の会議全体のスケジュールにつきましては、

お手元の資料に「第 21 回食品安全委員会プリオン専門調査会  議事次第」がございます。

御覧いただきたいと思います。それでは、審議に入る前に、事務局から資料の確認をお願

いしたいと思います。 

○冨澤評価調整官  それでは、本日の配付資料を確認させていただきます。資料は、上か

ら議事次第、座席表があります。資料１が「我が国における牛海綿状脳症（ＢＳＥ）対策

に係る食品健康影響評価（修正二次案）」。資料２が「食品安全委員会プリオン病専門調

査会（第 21 回）への提出資料」でございます。参考資料は４点ございまして、参考資料１

が「食品健康影響評価について」。諮問書でございます。参考資料２が「論点メモ（吉川

座長試案）」。参考資料３が「我が国における牛海綿状脳症（ＢＳＥ）対策に係る食品健

康影響評価（修正案）」。前回の調査会で配付させていただいたものでございます。もう

一つは、ファイルにとじてあります資料で、厚生労働省、農林水産省から提出された資料

でございます。それから、１枚紙で右肩に「（当日配付資料）」というものがございまし

て、厚生労働省の方から「食品健康評価に係る資料の提出について」という紙が１枚ぺら

でございますので、それを御確認いただければと思います。以上でございます。よろしく

お願いいたします。 

○吉川座長  資料の説明がありましたけれども、手元の資料はございますか、いいですか。

それでは、議事に入りたいと思います。資料１を御覧ください。本日欠席の佐多委員から

もいろいろな意見をいただきました。また、今日来られなかった委員、出席していただい

た委員から、たくさんの意見をいただきました。特に山本委員については、前回大きなス

ケルトン並びに経緯、議論のポイント等について、それから定量リスクの部分はそれなり

に議論をして、定性リスクについては山本委員に、この間かなり忙しい中まとめていただ

きましたので、ほかの欠席委員も前回にできなかったところを集中して議論しておいてほ

しいという要望もありまして、今日は最初に前回できなかった定性的な分析についての議

論を進めた上で、全体として定性的あるいは定量的それぞれの分析の結果をどういうふう

に評価するか、それほどの大きなずれがないとするなら、どういうふうにまとめていくか

といった感じで審議を進めていきたいと思います。先生方には、ここ半年間、真摯にいろ

いろな立場から議論し、また意見をいただいて、随分「プリオン専門調査会」としては、
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いわゆるリスク評価というものはどんなもので、自分たちがどういう立場に置かれて何を

しなければいけないかということを随分議論もし、また認識していただいたと思います。

それでは、定性的なリスク評価について、ドラフト作業をお願いした山本委員に、事前の

資料が何回か委員の方々の方にもいったかと思いますけれども、できれば全体について説

明していただいた後で、少しそれについての議論をしたいと思います。それでは、山本委

員の定性分析のところをお願いできますか。 

○山本専門委員  それでは、定性分析をやらせていただきましたので、その内容について

御説明したいと思います。10 ページを御覧ください。10 ページの３．からが「定性的リス

ク評価」ということになります。まず、基本的な考え方は前回も申し上げたんですけれど

も、2003 年７月以降生まれの牛における 2005 年３月時点でのＢＳＥプリオンの蓄積度を

感染率及び蓄積量を基に推測すると。それから、感染率及び蓄積量というのは、可能な限

り定量的データに基づいて判断をしていくという姿勢なんですけれども、データがないと

いう場合もございます。そういったときも含めて、専門的な意見を参考にして評価を行っ

ていく。ですから、結果としては定性的な評価となります。その牛が今度、と殺解体され

た場合の食肉のＢＳＥプリオンの汚染度。これをまた汚染率、汚染量という２つの項目で

評価をしていきます。これも当然、定量的データがあるものについては、それを判断の基

準とし、ないものについては専門家の意見を参考とするという形で進めていきます。それ

に基づきまして、最終的には今度は 21 か月齢未満。これを検査しなかった場合に、そのリ

スクがどのように変化するか。これを定性的に評価するということでして、これが諮問に

対する答えということになります。次のページに今申し上げたことを図としてまとめてあ

ります。「生体牛」というのは、そのＢＳＥプリオンの蓄積度に関することを考えるとい

う項目で、導入リスク、飼料規制、ＢＳＥプリオンの生体内分布、疑似患畜及び死亡牛の

検査等について考慮しています。「食肉」と書いてありますのは、その食肉へのＢＳＥプ

リオンの汚染ということで、ＳＲＭ除去による汚染防止対策がいろいろ取られているわけ

ですね。そういったものの影響。と畜検査によって、どういう影響が出てくる。それが汚

染度を表す方向にあるのかないのかということ。トレーサビリティーと検査陽性牛の排除

ということについて全体を総括して眺めています。最終的には、20 か月齢以下の牛につい

てのリスクを見まして、それが検査されるかされない場合。繰り返しになりますけれども、

そのリスクの変化を見たということであります。次に「定性的リスク評価の具体的方法」

について、順次、今、図に示した項目を評価していったということであります。まず最初

に、図の中に「導入リスク」となっていますが、これは侵入リスクに図の方を変えてくだ

さい。侵入リスクということで行動していきました。これは生体牛が輸入されたというこ

とがわかっております。これは 2003 年９月に好評されました、ＢＳＥ疫学検討チームの疫

学的分析結果報告より引用させていただきましたけれども、その中に 1980 年代に英国、ド

イツから輸入された、イタリアから輸入された肉骨粉及びオランダから輸入された動物油

脂というものが、我が国のＢＳＥ発生の原因として考慮されています。まず、生体牛の輸
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入につきましては、1990 年７月、ここで英国から輸入を禁止しております。それから、随

時禁止を行ってきておりますが、一方、その肉骨粉につきましては、2001 年 10 月、ここ

ですべての国からの肉骨粉の輸入を禁止しております。動物油脂は、0.15％以下である油

脂について輸出国の証明書を添付することになっておりまして、こういったものをすべて

規制ということで禁止をかけてきております。カナダからも生体牛の輸入がありまして、

そのリスクというものも考えられるわけですけれども、この場合、2003 年５月、この時点

でＢＳＥがカナダで発生しまして、カナダからの生体牛食肉の輸入を禁止いたしました。

そして、2003 年 12 月に米国でＢＳＥが発生した時点で同様の措置が取られたわけです。

ここで考えられることは、したがいまして、2005 年３月の時点で 20 か月齢以下の牛が生

まれた。2003 年７月以降からは、生体牛、肉骨粉、動物性油脂の輸入による我が国へのＢ

ＳＥ侵入リスクというものは無視できるというふうに考えられました。次に「飼料規制」

ですが、飼料規制は 1996 年４月、ここで反すう動物の組織を用いた肉骨粉等を反すう動物

用飼料に使用禁止した通達が出されました。2001 年９月、これは我が国の第１例が出た時

点ですけれども、そこで全牛の飼養農家への立入検査を実施したところ、165 戸の農家で

肉骨粉等を給与していたという事実があります。実際には肉骨粉が与えられてしまってい

たということが事実としてあるわけですけれども、追跡調査を行った結果、ＢＳＥの検査

陽性牛は確認されておりません。2001 年 10 月以降は、肉骨粉の使用は完全禁止というこ

とになったわけです。しかしながら、2001 年 10 月生まれと 2002 年１月生まれの牛におい

て、ＢＳＥ検査で陽性となりました。この理由として、やはり先ほども通達以降も農家が

使っていたということもございますし、この市場に残存している肉骨粉が使用された可能

性とか、牛の肉骨粉の汚染された他の畜種の肉骨粉が使用された可能性。こういった交差

汚染と言われているものが起こった。そういった原因でこの２頭が発生してしまったので

はないかということです。配合飼料は肉骨粉が汚染しないように、2001 年 10 月以降に立

入検査を行ってきております。飼料輸入業者、製造者、販売業者、飼養農家すべてに立入

検査を実施して、陽性例というのは認められなかったという報告がございます。一方、輸

入飼料につきましては、2001 年 10 月以前、これは飼料安全法に基づいて、輸入の飼料の

種類というものが届けられているということです。配合飼料の多くは輸入に依存しており

まして、国際的なＢＳＥの実態をいまだ把握し切れていないというところもあります。で

すから、今後、届出事項としては、配合飼料の原材料が追加されるということになってい

ます。輸入飼料についての現状把握ということが行われようしているわけですが、輸入飼

料については、こういう現状であるということです。飼料の交差汚染に関しましては、20

01 年 10 月以前、これは肉骨粉を使用する豚、鶏用の飼料の製造工程と同じ工程で牛用の

配合飼料を製造している工場があったということです。そのため、交差汚染の可能性とい

うのは否定できないということになります。また、2003 年６月以降、牛用の飼料の製造工

程を専用化して、2005 年３月 31 日から完全実施するということでありますので、最初の

段階での交差汚染は否定できないわけですが、2003 年７月以降まででは、完全禁止という
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ことが行われてから１年９か月以上経過しているということで、当時の肉骨粉が残存して

いる可能性は低く、国内産肉骨粉の飼料への混入は無視できると考えました。したがいま

して、2003 年７月以降に生まれた牛の交差汚染国産飼料による感染率というものは非常に

低く、蓄積量は無視できると考えられます。しかしながら、輸入飼料原料による国産配合

飼料への交差汚染については、現在のところ検証されていないという状況にあります。次

に「ＢＳＥプリオンの生体内分布」につきまして、まずＢＳＥプリオンは 99.4％が特定危

険部位、ＳＲＭに集中しているという欧州委員会の報告がございます。ところで、昨年そ

のＢＳＥが確認された 94 か月齢の末梢神経組織や副腎から、ここは「異常プリオン」より

もＢＳＥプリオンと書いた方がいいと思うんですけれども、ＢＳＥプリオンたんぱく質が

ウエスタンブロット法により検出されております。ただし、この当該死亡牛から確認され

たＢＳＥプリオンたんぱく質の量は、現在ＳＲＭに指定されている三叉神経節にあるもの

よりも相当少ないということが考えられます。また一方で、英国の実験ですけれども、投

与後６～18 か月経過した回腸遠位部、32 か月経過した脳、脊髄、背根神経節、三叉神経節

から感染性が確認されており、ＳＲＭは現在、全頭除去されているということで、措置の

見直し前後、つまり検査をやめてもやめなくてもＳＲＭの除去については変わらない措置

をしているわけで、食肉のＢＳＥプリオン汚染度リスクというものを考えると非常に低い

と思われます。ただし書きといいますか、しかし、今後 22 か月目、26 か月目、32 か月目

と少数の実験頭数しかやっていないわけで、大規模の実験結果によっては、新たな知見が

加わる可能性もあるので、判定としては慎重になるざるを得ないわけですけれども、現時

点では 99.4％というものが除去されているということは事実であろうということです。次

に「疑似患畜の検査」ですけれども、これは実際のリスクの判定ということに直接的にこ

こで行うというものではなくて、傍証と言いますか、蓄積度合いを推定するのに参考とな

るデータとして考えていいかと思います。疑似患畜は、これまでに淘汰するということが

決まってから 716 頭が対象となってＢＳＥ検査をされました。ＢＳＥ検査の陽性牛は、今

のところ、疑似患畜の中では検出されていないということであります。「死亡牛の検査」。

これが全体像を把握するのが非常に重要になるかと思われますけれども、2001 年４月にア

クティブサーベイランスを開始しまして、2001 年９月には、更にそれを強化しているとい

う措置を取っておりまして、2004 年４月より 24 か月齢以上の牛に対して、検査を完全実

施しているということです。その結果、2001 年度には 1,095 頭、2002 年度は 4,314 頭、2

003 年度は４万 8,416 頭、2004 年には８万 5,087 頭、トータルで 13 万 8,912 頭というこ

とですが、このＢＳＥ検査が行われた結果、現時点 2005 年３月までに３頭が摘発されたと

いうことです。これらの牛はすべて焼却されていますので、また 10 月以降、国内の肉骨粉

は牛への飼料として禁止されておりますから、ここでの判定というのは下に書いてあるよ

うに、2003 年７月以降生まれの生体牛の死亡牛による肉骨粉の汚染というのはないという

ことです。しかしながら、死亡牛検査、全頭 24 か月齢以上を全部検査するという検査の開

始時期が相当遅れたということは、全体像を把握する上では非常に問題があったのかもし
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れません。そこで最終的には、以上の「侵入リスク」「飼料規制」「ＢＳＥプリオンの生

体内分布」「疑似患畜の検査」「死亡牛の検査」というものをすべて総合的に判定した結

果、2003 年７月以降までの生体牛のＢＳＥプリオン蓄積度に関するリスクは無視できるも

のという段階から非常に低いという段階の中に入るという結論に至りました。ここまでが

ＢＳＥプリオンの蓄積度に関する解析です。次に、食肉のＢＳＥプリオン汚染度に関する

検討を行いまして、これには、まず「ＳＲＭの除去／汚染防止」というものが、どの程度

効果を発揮しているかということを評価してまいりました。初めに「スタンニング」があ

ります。2005 年３月と書いてありますけれども、実際に報告されたのは、2004 年 12 月の

時点で 93.1％のと畜場です。これはＢＳＥ対策に関する調査結果から、そのようにしてお

ります。ここでスタンニングを行っているということです。スタンニングによりまして、

血液中に中枢神経組織が流入するという報告がございます。しかしながら、その場合のＳ

ＲＭの汚染率とか汚染量に関する定量的データというのは、報告がこれまでないようです。

そこで、ＢＳＥのスタンニングによる食肉へのＢＳＥプリオンの汚染度は低いというふう

に考えました。次に「ピッシング」ですが、ピッシングに関しても定量的に評価できるよ

うなデータが提出されていません。2004 年 12 月の時点では、約７割のと畜場で、頭数と

しましては約 80％でピッシングを行っております。一般に考えて、ピッシングによる食肉

へのＳＲＭの汚染率というものは無視できないと考えますけれども、量的には少ないとい

うふうに考えます。そこで、2003 年７月以降生まれの生体牛のＢＳＥプリオン蓄積度に関

するリスクは無視できるから非常に低いと考えられますので、これは前項で評価したもの。

その場合にピッシングによって、この牛群に対するリスクというのは無視できるから低い

というふうに判定しました。次に「ＳＲＭ除去」ですが、これは 2001 年 10 月からＳＲＭ

の除去から義務づけられております。2005 年３月の時点で、すべてのと畜場で実施されて

おりまして、先ほども申しましたように感染価の 99.4％が除去されていると考えられます。

したがって、ＳＲＭ除去によって食肉のＢＳＥプリオンの汚染リスクは非常に低いと考え

られます。次に「脊髄組織の飛散防止」です。これはと殺解体後に背割りという作業を行

います。これが 2004 年 12 月の時点では６施設は背割りを行っていないんですが、残り 15

4 施設のうちのほぼ 100 ％が飛散防止策を行っています。脊髄の除去を行ってから、背割

りをする施設としては 125 施設、約 92％ということになります。背割り後の脊髄除去率と

いうことですが、これは平成 13 年の厚生労働科学研究によって報告されておりまして、除

去率としては 52.5％から 99.1％となっております。しかしながら、その背割り後の枝肉と

いうものは洗浄、脊髄硬膜の除去というものが行われます。脊髄片の汚染は肉眼的には 10

0 ％除去されているというふうになっておりまして、またこのことは、と畜検査により確

認されております。ただし、脊髄に含まれるたんぱく質を指標とした検査では、微量のた

んぱく質が枝肉下部の表面から検出される場合があるということで、肉眼的には完全に除

去されていると思われるわけですけれども、一部こういうたんぱくの付着があるというこ

とが報告されているということです。ＢＳＥ陽性牛というものは、すべて廃棄されるわけ
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で、それが枝肉として出荷されることはないわけですし、脊髄除去及び枝肉洗浄によって、

非常に検査陽性牛の中にある微量の食肉のＢＳＥプリオンが汚染したとしても、その汚染

リスクというものは相当低減されていると。以上から、脊髄による食肉のＢＳＥプリオン

のリスクは、非常に低いというふうに考えました。次に「標準作業手順書」ですけれども、

これは洗浄と脊髄除去、そういったものの手順について、そこのところが定められている

かということで、これ自体がリスクを低減化するかどうかという判定に用いるということ

ではありませんが、傍証としてＳＯＰ、この標準作業手順書があるかないかで確実な実施

ができているかどうかの度合いということを考える上での参考ということになります。次

に「と畜検査」が行われておりますが、この中でＥＬＩＳＡテストでスクリーニング、ウ

エスタンブロット法と免疫組織化学検査、病理検査を用いて確認検査を行っているわけで

す。これまでに我が国において、現在の時点ですが、約 419 万頭の牛を検査した結果、確

認された 11 頭があるわけです。ＢＳＥ検査要請牛のうち、21 か月齢、23 か月齢のＢＳＥ

検査要請牛のＢＳＥプリオン蓄積量というものを考えますと、我が国で確認されたその他

のＢＳＥ検査要請例に比べて、500 分の１～1,000 分の 1 と推定されます。これはウエス

タンブロット法での推定です。括弧内は、結局、非常に微量なものであるけれども、21 か

月、23 か月確認されたわけです。そこで、ＥＬＩＳＡ検査の検出感度は１ｍi.c.ＬＤ50

というふうに文献的にはなっておりますので、一般にこの２頭以外に検出されたＢＳＥプ

リオンの蓄積度は 500 ～ 1,000 ｍ i.c.ＬＤ50 ではないかと考えられて、その程度の量が普

通に検査要請牛で存在していたのではないかというふうに推定いたしました。見直し後で

すが、これは検査月齢を全月齢から現時点で 20 か月齢以下となっている 2003 年７月以降

に生まれた牛を検査対象から外すということです。その場合は、蓄積量が非常に低いと。

検査陽性例で見出される場合は、検出限界のものであろうというふうに考えております。

「トレーサビリティ」について、これはトレーサビリティーそのものでリスクを下げると

いう話ではなくて、このトレーサビリティー制度が確実に行われるということに、2004 年

12 月から流通段階でも義務化されたわけなんですけれども、これによって 2003 年６月以

前に生まれた牛というものが 2003 年７月以降に生まれた牛と混同されると言いますか、そ

ういうことがなくなると、はっきりとそこで線引きができるということで、それらの年を

取った牛の混入によるリスクと食肉への汚染というものが考えられないということなりま

すので、今回諮問を受けている 20 か月齢ということで考えますと、非常に汚染度というの

は低くなっているだろうということです。それがトレーサビリティーによって保証されて

いるということになります。「検査陽性牛の排除」ですね。これについては、2001 年 10

月以降、検査を実施してきているわけです。検査陽性牛を適切に排除しているわけですの

で、2003 年７月以降に生まれた牛に関して、食肉へのＢＳＥプリオン汚染度というものは

無視できる程度に減っているんだろうと。検査要請牛が確実に排除されてきたということ

です。以上のことから、この食肉へのＢＳＥプリオンの汚染度に関しての総合判定としま

しては、そのリスクは無視できるから低いというところになります。次に、この表ですけ
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れども、今、御説明申し上げたことをこの表に一覧表としてまとめ上げておりまして、こ

れは後でじっくり見ていただければいいんですけれども、最終結論ということをその下に

書いております。この評価の結論ですけれども「以上のことから、2003 年７月以降に生ま

れた牛の生体牛におけるＢＳＥプリオン蓄積度は無視できる程度であり、と殺解体による

そのリスクはほとんど変化しない。ＢＳＥ検査を行わない場合にも食肉のＢＳＥ汚染度は

ほとんど変化しない」ということから「トレーサビリティーが確立され、ピッシング等の

リスク要因が排除されれば、食肉へのＢＳＥ汚染度はさらに低くなる」と考えられます。

判定と言いますか、途中での幅、無視できるから低いという幅があるわけですけれども、

このＢＳＥ検査をするかしないかによって、以上のリスクの変化というものは起こらない

ということを言っているわけです。そこは無視できるという話です。このようにリスク評

価を行ってきましたが、今回のこのリスク評価において、まだまだ解決しなければいけな

い課題というものがたくさんあります。これは一部書いてあるわけですけれども、データ

間のギャップとして、やはり 19 か月以上で、回腸は 18 か月で見つかるわけですけれども、

そこから次に 31 か月齢までのＳＲＭの中でのＢＳＥプリオンというものがどのようにな

っているのかという情報は、現在のところ得られておりません。ですから、その月齢にお

ける、そういう 19 か月～31 か月までの間のギャップというものがあって、そのデータが

不足しているということ。今回の判定には直接大きな影響を与えたものではありませんが、

今後必要になってくるであろうということです。それから、やはり定量的データは圧倒的

に不足しておりまして、ＢＳＥプリオンの感染量というものについても、正確な定量的デ

ータというのはございません。それから、汚染率、汚染量につきましても同様です。ある

程度推測できる定量的なデータというものを下にしている部分もありますけれども、すべ

て正確に判定できる定量データが今のところ得られておりません。もう一つは、この定性

的な評価が用いられるときに、本来定量的なデータを下にして、そのランク付けといいま

すか、ここでのカテゴリー分けですね。「無視できる」「非常に低い」「低い」「中程度」

「高い」と分けたわけですが、それは定量データに基づいていれば、非常に客観的なわけ

ですが、いかんせんそこはなかったということです。ただ、定性的な評価といいますのは、

リスクが非常に低いとか、余り高くなさそうであるということが考えられる場合に非常に

有効であると言われております。今回、いろいろ判定をやってまいりましたけれども、そ

う高いリスクがあるというふうには考えられませんでした。よって、定性的なリスク評価

も十分に使用できるということが考えられました。最後に、やはり定量的にやっておりま

せんので、不確実性といいますか、そういうものがコードの中に入りません。それから、

データの幅といいますか、変動といったものが考慮の中には入っておりませんので、やは

り定量的なリスク評価というのは、今後も検討していく必要があるんだろうというふうに

考えております。以上が、今回の定性的なリスク評価の結果ということになります。報告

を終わります。 

○吉川座長  どうもありがとうございました。本当に山本委員には大変な役目を押し付け
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てしまって、この間大変だっただろうと思います。今、解説されたように、大きく生体牛

の部分、背景のリスクと、それから実際に食肉になったときのヒトへの暴露のリスクとい

うものを２つの段階で特に諮問の１にあった 20 か月以下の 2003 年７月以降に生まれた牛

の持つリスクと、変更に伴うリスクの変動の有無というものを定性的に分析して、その結

果を見せていただいたと同時に、結論とすれば、リスクは低いと。こういう低いケースに

ついては、定性的なリスク評価というのは、それなりに適用可能であると。ただ、定性的

なデータ、その他評価に必要なデータがかなり不足している中で、定性的リスク評価を行

ったものであるという大きな説明だったと思いますけれども、全体を通して、この定性リ

スク評価に関して御意見はございますでしょうか。 

○北本専門委員  全体的な話ではなくてもいいですか。 

○吉川座長  できれば、定性全体について。 

○北本専門委員  全体としては、非常によくわかりました。委員の先生方もすっきりした

んではないかと。皆さんかなり納得できるところ、ないし納得できないところがクリアー

になっていったんではないかと思います。それが最初のコメントです。個々のことに移り

たいんですけれども。 

○吉川座長  ちょっと待っていただけますか。ほかに、今の定性分析全体に関して何かあ

りますか、なければ個々のものに入りたいと思います。どうぞ。 

○山内専門委員  全体として考えた場合に、まず蓄積度、それから汚染度という表現で判

断しているんですが、まず蓄積度に関しては、感染率と蓄積量、それぞれ別個に考慮して

いるものであって、かけ算をするものではないと。それから、汚染度というのは汚染率と

なっていますが、私は検出率というか、これは検査の問題なわけですから、検出率という

表現と考えた方がいいと思うんですが、この場合もやはりかけ算ではないと、検出率と汚

染量と、それぞれ独自に考えていくべきであろうというふうに思います。それと、11 ペー

ジの図の２で「評価する項目」の「・と畜検査」のところにトレーサビリティーや検査陽

性牛を入れてしまっておりますが、これはその他として取り上げるべきではないかと。と

畜検査もしくはＢＳＥ検査としておけば、その他ということでいいと思うんです。それに

沿ってできれば調整し直すことが必要だと思うんですが、一番全体的な面で問題なのは、1

6 ページの表１、これは「ＢＳＥ対策の有効性を踏まえたＢＳＥプリオンの生体牛におけ

る蓄積度と食肉への汚染度に対する影響の順位付け」となっているんですが、これは「に

対する影響の順位付け」ではなくて、蓄積度と汚染度を評価するための、それまでに記載

されている成績をまとめた表だと思うんです。ということは「に対する影響の順位付け」

というのは削除すべきであろうと。そういうふうにしていったときに、最初に申し上げた

ように、蓄積度と汚染度というのをそれぞれ率と量から考えた場合に、全頭検査と 21 か月

齢以上の検査の場合に、それぞれどうなるかという評価をした表がないと、総合的な判断

が難しいんではないかと思います。 

○吉川座長  わかりました。リスク分析を定性的であれ、自分でやったことのある人はわ
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かると思うんですけれども、例えばプロバビリティー、何頭中何頭汚染しているんだろう

かと。もう片方で汚染している牛がどのぐらいの感染価、あるいは異常プリオン量を持っ

ているのかと。これはＸ軸とＹ軸で、普通にやる場合は、それをカラムに組んで、非常に

危険から無視できるというような定性的な評価をするときには、そういうＸ軸とＹ軸のカ

ラムの重みづけをやるので、それは考えてやられたわけですね。それの結果がこれである

と。途中のカラムを一個ずつ出すというのも一つの手ではありますけれども、多分定性的

にやるときはそういう格好で。 

○山内専門委員  その点を確認したかったわけです。 

○山本専門委員  そのようにマトリックスを考えて評価をしていっております。 

○吉川座長  わかりました。では、そこのところは少しそういうことがわかるような表現

に変えると。全体に関して、ほかにありますか、いいですか。では各論というか、個々の

問題について、どうぞ。 

○北本専門委員  これは、やはりリスクアセスメントをして、マネージメントの人がアセ

スメントをいかに使いやすいようにするかというのも一つのあれだと思いますので、私は

その面でいいますと、問題点は 14 ページにあるスタンニングとピッシング。この項目で、

山本先生が結論づけられているのは、実は 20 か月未満の牛は安全だから無視できる、ない

しは程度が低いということになっているんです。ですから、スタンニングとかピッシング

を評価しているんではなくて、実は牛そのものが安全であるからというのが根拠になって

いるんです。やはり、これはこのまま食品安全委員会から出していくと、例えば私がこの

担当者だったら、何でこれは無視できるんだと。スタンニングとピッシングはそのままの

方向でいいじゃないかというふうにも受け取りかねないものだと思いますので、やはり私

はスタンニングとピッシングというものは少なくとも汚染ということに関しては可能性が

あるんですから、それをより少なくするという努力からして、逆に言うと、ここは無視で

きないんではないかなと。ですから、※でも付けて、それは対照牛をこうした場合に無視

できると、方法論としては無視できないんだというふうな表現が要るのかなと。まず、１

点目です。 

○吉川座長  その文章は一般にピッシングによる食肉へのＳＲＭの汚染率は無視できない

が、量は少ないと考えられると、そこで切れて、背景のリスクから考えれば、総合評価と

して「無視できる」「低い」ということがわかりにくいということですね。 

○北本専門委員  というか、背景のことを個々のことに加えるというのが、２つの要素を

含んでいると。つまり、ピッシングだけの評価をしているんではないと。その背景を評価

して総合評価として低いと考えているわけですね。ピッシングはよくないということがわ

かりにくいと。 

○吉川座長  わかります。例えば、６歳とか、８歳の牛のピッシングは 20 か月以下だと同

じに扱えないという意味はよくわかります。だから、ピッシングは安全だと言っているわ

けではないと。 
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○北本専門委員  ですから、勿論その 20 か月云々で分かれることではないんですけれども、

このように書けば、そして表に出していけば、そこがピッシングの操作としての危険性を

無視できるような表現になってしまわないかという危惧です。ですから、書き方だけだと

思います。 

○吉川座長  わかりました。 

○北本専門委員  もう一点よろしいですか。 

○吉川座長  はい。 

○北本専門委員  これは、15 ページの真ん中ほどに書かれているＥＬＩＳＡテストの最後

の３行の「見直し後」というところから、○○と考えられるというところの文章のロジッ

クがわかりにくいんです。 

○吉川座長  これは山内委員から来た部分かな、多分そうだと思います。この間議論した

ときにはなかったですね。 

○山内専門委員  20 か月以下の検査陽性例は見つかっていないという事実があります。で

も 21 か月で見つかっている。21 か月のは検出限界にほぼ近いんだろうと考えた場合に、

それはほかの英国なんかの実験成績から行けば、１ｍi.c ＬＤ50 ぐらいであろうと。21

か月でそれぐらいのものが蓄積しているとすれば、仮に 20 か月以下で見つかってくるもの

も同じぐらいの蓄積量と考えたらいいんではなかろうかということです。 

○北本専門委員  そこでロジックとしてわかりにくかったのは「2003 年７月生まれ以降」

というのと、それから「現時点」という言葉なんです。一番最初に「現時点で 20 ケ月齢以

下となる 2003 年７月以降」という表現ですね。今、考えると 2003 年７月以降というのは

20 か月以下だから、2003 年７月生まれ云々というのをやめて、20 か月以下というので統

一していただくと、ロジックとしては非常にわかりやすい。 

○山内専門委員  この「現時点で」は、たしか山本委員の方の原案で、私は後の方を付け

加えたんだと思いますが、確かに私も「現時点で」は入れる必要はないと思います。 

○山本専門委員  これは、今、2005 年３月の時点で判定するということで、この書き方を

ずっと続けているものですから、20 か月齢以下ということでわかりやすく表現しても間違

いではないと思います。 

○山内専門委員  16 ページの表の１について２、３あるんですが、これは例えば生体牛の

場合ですと、上から３つ目のカラム、これが感染率と蓄積量というふうに分かれている。

これは私はこういう格好でやるべきだろうと思います。その上の国産飼料規制は「無視で

きる～非常に低い」という幾つかの幅があるんです。今、ピッシングの方を北本委員が問

題にされましたが、ピッシングに関しても「無視できる」ということから「低い」という

ところまで入っているんです。こういったのは、委員みんなが同じ意見になるか、それと

も違ってくるか、違ってくれば複数で書かざるを得ないんではないかというふうに思いま

す。それと、１つ間違っていると思いますのは、と畜検査のところで、ＥＬＩＳＡテスト、

検査陽性率、右へ行って全頭検査は「非常に低い」、21 か月以上の検査は、非常に低いで
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はなくて、検査していない。ですから、マイナスというか、やっていないということです

ね。汚染量は全頭検査の場合は当然ＳＲＭ除去も含めて「無視できる」のところに来ると

思いますが、この汚染量というのは、実際には生体牛での蓄積量が反映されてきて、それ

にＢＳＥ検査とＳＲＭ除去等の安全対策が加わった結果だから無視できるというふうにし

ていいと思うんですが、21 か月以上の検査という場合に、生体牛では蓄積量は低いと、仮

に１ｍi.c.ＬＤ50 と言えば、これは低いと判断するのが妥当ではないかと思いますが、そ

うしたら、それに関して、それが更に今度は検査をしていないわけですから、これを無視

できると考えるのか、それとも非常に低いと考えるのか、この辺もやはりどちらになるか

という点が各委員で見解が違ってくるのではないかというふうに思います。そういった形

で、皆同じ見解になれば勿論いいんですが、違ってきた場合には、違った形、併記をする

というような作業が必要であろうと考えています。 

○吉川座長  確かに、21 か月以上の検査の方の項目の検査陽性率のところは、20 か月で線

引きをしたときには確かに検査しないですね。それから、汚染量に関して、１ｍi.c.ＬＤ5

0 をどの程度と考えるかというのは、委員の中で多少「無視できる～非常に低い」という

意見が分かれるかもしれません。基本的には、最初に山本委員が言ったように、食肉への

最終的なマトリックスの汚染度と生体牛における蓄積度の総合評価で行くわけで、検査そ

のものがこういう範囲であったとして、当然それにＳＲＭの除去その他が全部つながるわ

けですから、総合評価としてどこの範囲に入るかと。できれば、総合評価カラムが１個あ

った方がいいのかもしれませんね。そうでないと、個々のはそうであるけれども、それを

全体のマトリックスとしてまとめた最後の評価としてどうなんだというのがあった方がわ

かりやすいですね。 

○山内専門委員  その点を最初の全体のところで提案したんです。 

○吉川座長  わかりました。どうぞ。 

○甲斐（知）専門委員  15 ページの先ほどのＥＬＩＳＡテストの最後の３行の一番最後の

ところなんですけれども「現時点で」から最後までずっと行きまして、その蓄積量は１ｍi.

c.ＬＤ50 検出限界と考えられるというふうに書いてあります。これはＥＬＩＳＡテストの

現時点での検出限界なので、蓄積量と検出限界との間に、現在の検査法ではというふうに

入れた方がいいと思います。すなわち、この感度が例えば 10 倍ぐらい上がれば、それは検

出限界以内に入ってしまうわけですし、今の段階でもＥＬＩＳＡテストをやっていて、10

％ぐらいのパルス・ネガティブ・ポジティブのところはウェスタンに回しているわけです

ね。だから引っかかっていくわけですので、これが最近言われている新しい方法ができて、

少しでも感度が上がると、また変わってきてしまうと思うので、現在の検出法では検出限

界であるというふうに考えられるというふうに入れていただいたらいいかと思います。 

○北本専門委員  甲斐先生、恐らくその上に括弧づけで「現在のＥＬＩＳＡ試験の検出感

度は」というふうに書かれていますので。 

○吉川座長  わかりました。ほかにございますか。 
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○甲斐（知）専門委員  もう一点、14 ページなんですけれども、ＳＲＭ除去のところなん

ですけれども、その次に脊髄組織の飛散防止とか、いろいろありますね。ＳＲＭ除去の２

行目の「2005 年３月の時点で全てのと畜場で実施され、感染価の 99.4％が除去されている

と考えられる」と。これはＳＲＭが 100 ％除かれていると仮定した場合に、99.4％が除去

されるということですね。これだけでしたらいいんですけれども、その下に除去される割

合について永遠と述べておられますので、ここも過程を入れた方がいいんじゃないかと思

いました。つまり、ＳＲＭが 100 ％除かれているとすれば、感染価の 99.4％が除去されて

いると考えられる。そうした方が正確だと思います。 

○吉川座長  ほかに、既に各論に入っていますけれども、項目に関して、私も非常にわか

りやすいいいものだなと、私は割合数字にこだわるものだったので、こういう評価もある

かという感じを受けましたけれども、どなたかございますか。 

○甲斐（知）専門委員  もう一つだけ、17 ページの検査陽性牛の例の２行目なんですけれ

ども、これは先ほど山内委員の言われた表の書き方と関連してきてしまいますけれども「2

003 年７月以降に生まれた牛の生体牛におけるＢＳＥ蓄積度は無視できる程度」と書いて

ありますけれども、表によると、現時点の表でも無視できるから非常に少ないと幅をもっ

て書いているので、これは今後の表のまとめ方によって、ここの書き方もどうするかとい

うことを行わなければいけないと思います。できる程度というのを、蓄積度、汚染量、無

視できるから非常に低いというふうに表の方では幅がありますね。ですから、表と併せて

書くならそこも幅を持たせなければいけないし、先ほど山内委員もおっしゃられたように、

そこの議論をするんであれば、その書き方に変えるとか、総合的な書き方になっています

ので。 

○吉川座長  わかりました。整合性を持たせるという意味ですね。１マウスの脳内摂取で

ＬＤ50 値という単位をリスクとして無視できるか、非常に低いと、ある意味では評価が多

少分かれたということであれば、そのように本文の方にも記載するということですね。 

○山本専門委員  判定を量的には１ｍi.c.ＬＤ50 ユニットというものがあるかもしれな

いんですけれども、判定の最初に汚染の率、これを考えていただかないと、それが何千万

頭やった中での１頭にそういうことが起こるということであればどうなのかということで

す。ですから、汚染はある量起こるかもしれないけれども、そこを確率として加味しない

と、最終判定は全く別のものになってしまうというか、非常に危険と考える方が増えるか

もしれないし、汚染率を高いと考える人は、もう少し最終判定として程度を上げていく人

もいるかもしれません。ですから、その両方を考慮していただきたいということで、汚染

率、汚染量というものを出しております。 

○吉川座長  それは、このカラムに関する限りは、もしそう書くならＥＬＩＳＡテストで、

20 か月に線引きしたときの逃れる汚染度であれば今のでいいんですけれども、ここは汚染

率と汚染量に分けて書いてあるから、だから汚染率は非常に低いけれども実際にはしない

ということになる。こちらは、もしものすごく低い率ではあるが、それがつかまったとき
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の量として無視できるから非常に低いのかという１ｍi.c.ＬＤ50 どう考えるかという議

論です。 

○山本専門委員  失礼しました。 

○吉川座長  どうぞ。 

○山内専門委員  参考資料３の 11 ページ、前回の委員会に提出された表なんですが、これ

がさっき私が提案したまとめの基の形になると思うんですが、これがちょっとややこしい

ので、これについて生体牛と食肉のそれぞれの蓄積度、汚染度、この表をできれば事務局

でちょっとつくってもらえれば、それで今配ってもらえれば、簡単な表ですから、それに

基づいて議論した方が私はわかりいいんではないかと。表１で議論していると、表１とい

うのは、このまま蓄積度とか、汚染度に関する結論にはつながっていないので、これを基

にして蓄積度と汚染度を推定しようとしているわけです。ですから、そんなに時間がかか

らずできると思うので、事務局につくっていただいたらどうでしょうか。 

○山本専門委員  山内先生がおっしゃるのは、シナリオ１と２と上と下に分けているから

わかりにくいということで、これを０～20 の部分までを上の段を使って、下の段も０～20

のところを上に上げて書けばいいと、そういうことをおっしゃっているわけですね。 

○山内専門委員  そうです。 

○梅田課長補佐  山内先生から当初、前回の議論を踏まえて、この表と今回提出された表

を検討の過程の中でおつくりいただいていたんですけれども、最終的に１つにまとめたも

のでいいんじゃないかということでお配りしたんですけれども、その過程の表を、今、確

認しますので。 

○吉川座長  わかりました。11 ページのこの前の問題で、21～36 か月、それを挟むとわか

りにくくなるから２つにしようということから次に線引きをした場合と、しない場合の差

がわかればいいんだというのでここに来て、結論は、さっき言ったように大まとめをすれ

ば、３．１．３の 11 ページのような格好になるんですけれども、その中身を細かく侵入リ

スクから始めてどういうふうに評価したかというのが、表１になっているんです。だから、

さっきちょっと出たように、これに総合評価的なものをもう一個カラムを用いていけば、

それが多分３．１．３のシナリオ１のあれにオーバーラップしてきて総合評価に入ってい

けると、多分それで問題ないと思います。 

○山内専門委員  表としては、とても簡単な表になります。 

○吉川座長  今ちょっと事務局の方で前の整理をしてもらっています。ほかに定性に関し

てありますか。どうぞ。 

○堀内専門委員  ２点あるんですけれども、１点目は 13 ページの真ん中に「死亡牛の検査」

という項目がありまして、そこをずっと文章を読んでいって、１つ行が空いて「疑似患畜

及び死亡牛の検査から、日本におけるＢＳＥの感染はそれほど進んでいなかったと考えら

れる」という文言があるんですけれども、その直上にも「死亡牛検査の開始の遅れが、我

が国のＢＳＥ汚染状況の把握を困難にしていた」と、実は導入のところにも同じようなこ
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とが書かれているんです。ですから「疑似患畜及び死亡牛の検査から、日本におけるＢＳ

Ｅの」云々というのは、ちょっと矛盾が生じるので削除するべきと思います。 

○山本専門委員  失礼いたしました。これは「死亡牛の検査の開始の遅れが」という一文

は、佐多先生の御意見で、それを挿入してあるために整合性が取れなくなっているという

状況なので、これは文言を検討しないといけません。しかしながら、全体的な評価として

どの程度進んでいたのかというのを考える必要もあるかと思います。この場合、評価とし

ては、最初に考えていたのは、そういうことがあったとしても、遅れがあって、なかなか

全体像を把握されていないわけですけれども、判断としてはＢＳＥの感染がそれほど進ん

でいたとは考えにくいというふうに結論づけているわけです。 

○冨澤評価調整官  佐多先生の方から直接伺ったので、先生に申し上げていなかったんで

すけれども、死亡牛検査については、前から北本先生を始め、多くの先生から開始が遅れ

ていたということで、前の部分の論点メモ、山内先生につくっていただいたところにも書

いてあるんですけれども、この部分にもきちんと記載した方がいいんではないかというこ

とですので、いずれ括弧にするか何かをして、例えばそれほど進んでいなかったと考えら

れる。括弧して、ただし遅れが困難にしていたということは事実であると、そういうよう

な書き方にしていただくか、整理していただければいいんじゃないかと思います。 

○吉川座長  端的に言えば、疑似患畜 716 頭分の０と、死亡牛は不十分なところはあるが、

14 万分の３というものをどういうふうに評価するかの問題になります。これをもってそれ

ほど進んでいなかったという人もいるし、いや結構行っていたというふうに意見が分かれ

るなら、そういうふうに意見を書くということ。 

○北本専門委員  もう一つ、調査は不完全であると。 

○吉川座長  それは書いてありまして、困難にしていたと。だから、困難にしていた上で、

それを委員としてどう考えるのか。わかりませんというのも１つかもしれませんけれども、

もし考えるなら上の２つを受けてきて、要は疑似患畜の検査と死亡牛の検査に関しての評

価の基準というか、自分たちがどう考えるかということを前回問われたわけで、それで厚

労省の方から今までの死亡牛の全データと、と畜場、農水省から、それから疑似患畜のデ

ータが出てきたので、それをどう考えますかと。ここには「日本におけるＢＳＥの感染は

それほど進んでいなかったと考えられる」という結論になっているけれども、それでいい

んですかという議論だと思います。 

○北本専門委員  オリジナルの堀内先生の意見に私は賛成です。この間の文章を取るべき

だと思います。 

○吉川座長  要するに、ほとんど進んでいなかったと考えられるというのは、今、結論出

すのは無理だと、そういうことです。 

○山内専門委員  私も同じです。 

○堀内専門委員  もう一点よろしいですか。 

○吉川座長  ちょっと待ってください。今の結論を、どうですか、やはりここは２行削除
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しておいた方がいいですか。小野寺委員、意見ありますか。私は疑似患畜のは、こんなも

のなのかなと。 

○小野寺専門委員  これは、それほど進んでいなかったというのは、かなり抽象的な言葉

で、それに関してどうかと言われるのは難しいところです。 

○吉川座長  そういうふうに言うなら、ＥＵと比べてとか、何か比較がないと何を基準に

どう評価したかと。 

○小野寺専門委員  だから、何を基準に進んでいたか、進んでいなかったかという原点が

入っていないので、これはかなり抽象的に意見で。ただ、これは農水省の資料２の説明は

後であるんでしょうか、私はそこで言おうかと思っていたんですけれども、ないんだった

ら、資料２でちょっとしゃべってもいいんですけれども、資料２に一応結論として、下か

ら 10 行目ぐらいですか。 

○吉川座長  わかりました。資料２の第 21 回の提出資料衛生管理課から出されたものです

ね。 

○小野寺専門委員  そういうことです。 

○吉川座長  どうぞ。 

○小野寺専門委員  死亡牛の陽性率はＥＵの 36.2 倍に対して、日本が 8.4 倍と 30 か月で

一応推計値では 3.8 倍となっていると、こう書いてあるわけです。恐らくこれを論拠にし

て、日本のＢＳＥの感染はそう進んでいなかったと考えられると言っているんでしょうと

私は理解するんですけれども、またこれはＥＵ36.2 というのは、極めてＥＵ全体の数字で、

国によって、これの実際の基のデータは事務局に渡してあるんですけれども、アイルラン

ドは 56 倍だと、それで一応ドイツとか、確かフランスは 20 倍ぐらいですか、それでイタ

リアが６倍だと、ＥＵ各国、これは 2001 年のデータですけれども、そういうのが表として

あるわけです。それは当然農水省は持っているはずで、一緒に出した方がいいんじゃない

かと言ったんですけれども、ただ間に合わなかったみたいで、そうすると何に比べてとい

うのが、ちょっとわからないんですけれども、少なくとも 2001 年の１年間のデータと 200

4 年の１年間のデータですか、そういうのを比較すれば、日本におけるＢＳＥの感染はＥ

Ｕ並みであると言ってもいいのかと。それほど進んでいなかったというのは、ちょっとわ

からないと。削っても構わないですけれども、要するに一般的に何と比較するかというの

は、要するにその程度であるということです。 

○梅田課長補佐  座長、よろしいでしょうか。 

○吉川座長  どうぞ。 

○梅田課長補佐  今回、追加で農水省の方から提出していただいております資料の２につ

きまして、今の議論に対してどのぐらいものを言うことができるのかも含めて、若干農水

省の方から御説明いただければと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○吉川座長  いいですか、ではちょっと説明していただきます。 

○農林水産省  では、簡単に説明いたします。資料２でございます。前回、北本委員の方



 

 17

から死亡牛、漏れがないのかとか、いろいろ御意見をいただいたものですから、私どもの

方で整理いたしました。それで、死亡牛の検査頭数、別紙３のとおり、死亡牛の経緯とか、

いろいろ整理はしているんですけれども、平成８年にいわゆるＢＳＥがヒトへ感染するお

それがあるということを踏まえて、家畜伝染病予防法上の法定伝染病という整理がなされ

て、それから大体８年～12 年度までは、200 頭から 300 頭のサーベイランス検査が行われ

ております。これはＢＳＥのサーベイランスとして、日本の母数からすれば、ＯＩＥの基

準では、これぐらいやっておけばいいという基準だったわけですね。この量が多いとか、

少ないとかは別として、別に遅れていたとか、そういう認識は当時はなかったと、今、思

えばというのはいろいろあるでしょうけれども、それは言い訳になりますが。平成 13 年か

らはヨーロッパにおける世界的に簡易検査が普及したこともあって、プリオニクステスト

を導入して、アクティブサーベイランスを開始し、平成 13 年には 1,169 頭、この中でア

クティブサーベイランスの過程で第１例目が見つかったという経緯がございます。14 年は

更に頭数を増やして、4,500 頭を目標にしたんですけれども 4,300 頭でした。  更に、今

度ＢＳＥ対策特別措置法ができて、24 か月齢以上は、とにかく死亡牛を全頭検査しますと

いうことが決まって、平成 15 年から開始が始まって、それで別紙２のとおり、死亡牛の検

査というのは、都道府県の検査施設が整わないと、採材する施設をまた整えて、そこでリ

スク牛もきちんと保管、管理できるような体制を整えて初めて可能になるわけでございま

して、それで別紙２にあるとおり、都道府県によって開始の月がいろいろ温度差はあった

んですけれども、平成 16 年の４月からは全県で始まっております。相当数の牛の量を抱え

る北海道においては、完全実施は間に合わなかったけれども、平成 15 年の５月からリスク

牛だけはきちんとやろうと。例えば平成８年生まれとか、あとは神経症状を呈して死んだ

ものとか、こういうものについてはきちんとフォローしていきますということで開始され

ております。その結果、平成 15 年度で、死亡牛を本年度３月までやれば、大体 24 か月齢

以上の死亡牛で 10 万頭ぐらい出ると思いますけれども、15 年でそのうちの半分は検査で

きているという状況です。１枚目に戻っていただきまして、検査頭数は別紙３のとおり、

そういう実績でもって対応しておりまして、漏れはないかということですけれども、これ

は特別措置法に基づいて届出及び検査が義務づけられておりまして、その施行の際には地

方自治体とか、関係機関に周知して、現在、検査に漏れはないというふうに考えておりま

す。４番で、ＥＵと日本のと畜場検査なり、死亡牛検査の比較を行ったのが別紙の５でご

ざいまして、今、小野寺先生からもちょっと説明いただいたんですけれども、ＥＵは死亡

牛のサーベイランス。 

○梅田課長補佐  資料の２の後ろから３枚目が別紙の５になっております。 

○農林水産省  ７ページになります。国産のＢＳＥの陽性率を比べてみましたら、24 か月

齢以上の死亡牛検査は、これまで日本で蓄積してきたデータの中で 13 万 5,000 頭という

母数のうち、陽性が３頭です。陽性率は 0.002 ％であります。一方、下のＥＵに行ってい

ただきますと、ＥＵ24 か月齢以上の死亡牛を検査しているわけです。260 万頭、母数のサ
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イズが全然違うといえばそれまでかもしれませんが、その中で陽性が約 3,000 頭いて、陽

性率は 0.1 ％ということで、陽性率の違いに格段の差があるのではないか。と畜場の検査

においても、これは 30 か月齢以上をＥＵで行われていますので、同じ 30 か月齢以上とい

うふうに条件をそろえて計算した場合には、日本では 0.0005 というサイズの陽性率であり

ます。ＥＵでのと畜場の陽性率というのは 0.0003 ですから、陽性率のスケールが違うと言

いますか、そういうことをここで表現しているわけです。ですから、ＥＵと比べた場合に、

これまで蓄積したデータの量が多いとか、少ないという議論を別として、今まで持ってい

た数字からすれば、汚染度は低いのではないかということを、ここで表現させていただい

たわけです。以上です。 

○吉川座長  ありがとうございました。小野寺委員、特にいいですか。 

○小野寺専門委員  例えば、大体スペインとか、その辺ではイタリアとよく似ているねと

いうぐらいに私は見ていたんですけれども。 

○堀内専門委員  私が申し上げたかったことは、この修正案の９ページの「BＢＳＥ検査」

というところ。ちょうど真ん中からちょっと下辺りですね。ここに上から３行目に「死亡

牛の検査体制の構築が遅れたことにより、我が国のＢＳＥ汚染状況の把握が困難となり、

結果的に今回のリスク評価に大きな影響を与えた」と。似たような文言は、中間評価のと

ころにも入っているわけです。ですから、今何をやっているかではなくて、やはりその 20

01 年の 10 月なら 10 月からの死亡牛の検査というのをできなかったというところが、今回

のリスク評価に大きな影響を与えているということは、もう今までの議論の中で、ここの

会でコンセンサスを得られていることですので、それに対するロジックの矛盾があるから

削除した方がいいのではないかと。もう既に、ここでコンセンサスを得られていることを

何回も繰り返す必要が、私はないのではないかと、そういうことを申し上げたかったんで

す。今、行われていることがきちんと行われているというのは、よくわかっていることな

んですけれども、それ以前の前提のところに問題があったということを申し上げたかった

んです。 

○吉川座長  2001 年のと畜場の全頭検査の裏側にあったものが、死亡牛の検査が進まなか

ったということに関しては、堀内委員の言ったように、もう何度も言い尽くしてきていて、

それはその困難にしていたまでの文章で述べられていて、今、農水省の方で、さはさりな

がら、ここまでデータが集まってきたものをどう評価するかという考えで、確かに 2005

年の時点での施策をやるときに、まだそれでも、これはやはりこの頭数で比較すること自

身が、ほかのもそうですけれども、結構厳しいと考えれば、確かにここまでの頭数でこれ

だけの差があれば、それなりの考えを取るかということを問われているんだろうと思うん

ですけれども。と畜牛の比率が低く、死亡牛の比率が低ければ、汚染はＥＵ並ではなかっ

たという結論になってもいいのかな。 

○北本専門委員  もうこれ以上、この議題を長くする必要はないと思うんですね。この２

行の文章を取れば、すっきりするのではないでしょうか。むしろこだわっているのは、座
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長ではないかなと。 

○吉川座長  いや、私は全然こだわっていないんですけれども。 

○北本専門委員  では、取ることを提案します。 

○吉川座長  わかりました。小野寺委員、いいですか。 

○小野寺専門委員  結構です。 

○吉川座長  では、これは取りましょう。別にそんなにこだわる必要は、私もないと思い

ます。 

○横山専門委員  １ついいですか。私も今回の話の中では、この２文は論理的に言えない

ことだろうなと思うんですけれども、今、斃死牛検査が全頭規模で 24 か月以上をやられて

いるということも非常に事実であると。この何頭やっているという数字ではなくて、ちょ

うどこれから１年経つわけですけれども、年齢構成で、例えば、もう平成８年生まれのも

のが今８歳、９歳ぐらいになっているわけですね。その検査頭数が何頭あって、その当時、

母集団としてどのぐらいそのときに生まれた牛がいたんだろうと。それがそのまま通常の

畜産の形態にのっとって更新されているかどうかは、また別問題ですけれども、その中の

８歳に関する牛は何頭調べた中で、例えば、１頭見つかった。または９歳、10 歳に関して

は、来年、再来年、残っている牛の中でどうだったという数字をもって、今の国内の平成

８年当時の汚染状況が、ひょっとしたら推定はできるかもしれないというふうなことは、

それは是非、農水の方にお願いしたいというふうに思いますけれども。 

○吉川座長  貴重な意見、ありがとうございました。多分データは潜伏期の長さを考える

と、さかのぼって出てくる格好になりますから、委員会としては、かつてこうだったとい

う文句で止めないで、新しいデータが出れば、それに基づいて、またリスク評価を再検討

していくということは、いつも姿勢として必要だろうと思いますけれども、ここに関して、

２行削除ということでいいですね。もう一つありましたか。 

○堀内専門委員  では、時間が押しているので、ちょっと簡単に。全く同じようなロジッ

クの問題なんですけれども、侵入リスクのところで、実際にページを申し上げた方がいい

と思うんですが、８ページの主な論点のところ。「飼料規制の実効性」というところの上

から４行目ですか。そこに「この推定によれば、配合飼料の原料となる飼料穀物等濃厚飼

料の 90％は輸入に依存している。国際的なＢＳＥ汚染の実態は不明であり、肉骨粉の混入

した飼料の輸入を防止しうるか否かについては、予断を許すことができず、何らかの措置

が必要である」。これと同じようなことが、もう一か所にも書かれております。12 ページ

の飼料規制というところの真ん中辺りに「一方、輸入飼料については」という文章の最後

の２行になります。「配合飼料の原料の多くは輸入に依存し、または国際的なＢＳＥ汚染

の実態を把握しきれていないため、今後」、この「今後」が重要になってくると思うんで

す。「届出事項として、配混合飼料等の原材料が追加されることとしている」という、普

通に侵入リスクとして、この外国で調合されてしまった飼料なり云々がまだはっきりして

いないということをこの本文では言っているように、私は理解しているんですけれども、
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そうすると表１のところに、侵入リスクが本当に無視できるとしてしまって、この本文の

ロジックが成り立つんだろうかというところをちょっと確認したかったということです。1

6 ページの表１の「侵入リスク」は、「生体牛」「肉骨粉」「動物性油脂」を３つ挙げて、

無視できると。それは本文中から、そのようにくみ取れるんですけれども、外国由来の配

合飼料について、そういう項目がこの表にはないんですが、そこが無視できるだろうかと

いうところをちょっと疑問に思ったので発現させていただきました。 

○吉川座長  16 ページの「国産飼料規制」「遵守度」「交差汚染」、もう一つの項目のポ

ツの「輸入飼料規制」、併せて「無視できる」「非常に低い」ということに関しての評価

の根拠は何だということですね。 

○山内専門委員  この輸入飼料規制の項目を付け加えるようにコメントをしたのは、私で

すけれども、そのときに別々に評価をするように言ったつもりなんですが、ここでは一緒

になってしまっているんです。ですから、国産飼料規制に関して、例えば「無視できる～

非常に低い」というのがあって、輸入飼料規制の場合はどうかと。この場合には、多分不

明となるのか、それとも非常に低いというふうになるのか、やはりここに評価を入れなけ

ればいけないと思います。これは一緒にしたらまずい。これは私は多分不明ということに

なると思うんです。ですから、全頭検査の場合も 21 か月以上の検査の場合も、ここは不明

というのが、たしか私はそういうふうに書いて送ったつもりなんですが。 

○堀内専門委員  そのようにしていただければ、非常に本文との整合性が付いて、はっき

りするように思います。 

○吉川座長  ここは別にそのようにしていただければではなくて、ここはリスク評価する

委員会ですから、それでいいんだろうかどうだろうかという議論で、それでいいというの

なら、そういうふうにすればいいと思います。 

○甲斐（知）専門委員  私も本文中に現在、輸入に依存している混合飼料の実態を把握し

ていなくて、今後、届出制度にするというふうに書いてあるんですから、本文との整合性

の意味でも不明でいいと思います。 

○吉川座長  ここは農水省側から説明は何かありますか。ないですか。いいですか。手短

にお願いします。現在でも把握できていないのか、それとも把握しているかできていない

か。できているなら、いつから把握したのか。それがわかれば、ここは要はキーポイント

は 2003 年７月１日以降の生まれの牛についてのリスクをしているわけで、そのポイントだ

けわかればいいです。 

○農林水産省B  ちょっと飼料のことにつきましては、非常に中身が難しいので、従来か

らも御説明させていただいた中で、当方の説明が若干不十分で、なかなか御理解いただい

ていない部分があるのかと思いまして、申し訳ないと思います。飼料につきましては、国

産輸入という、今、分け方という話がございましたが、大きな問題としまして、国内で生

産されておりますような飼料につきましては、大部分が輸入原料から製造されているとい

う、この部分がございますので、純国内産、輸入の原料で国内で生産される国内飼料、全
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く海外で製造されて国内に入ってきますようなもの、この３つの区分ということがあると

いうことをまず大事なポイントだと思っております。特に当方で今回諮問いたしました文

書の中でも申しておりますように、従来国内の生産、製造、輸入ものについては肉骨粉と、

こういった分につきましては規制ということをしてきておるわけでございますが、輸入さ

れる製造された飼料、この部分についての監視ということにつきましては、行き届いてな

いということが事実であるという問題意識を持っています。 

○吉川座長  わかりました。では、ここは不明ですね。しようがないですね。ほかに評価

のしようがないということですね。 

○北本専門委員  国産飼料規制のところにも入るということですか。 

○山内専門委員  国際飼料の場合もそうですね。不明ということになってしまう。 

○農林水産省B  済みません。ちょっともう一度御質問の方をお願いいただけますでしょ

うか。 

○吉川座長  少なくとも、海外製造飼料に関しては把握できないということと、今、質問

の出たのは、では、国内飼料は把握できるのかできないのか。 

○農林水産省C  まず、純国内産、輸入の穀物を使った国内産の飼料については、穀物の

中に肉骨粉の混入ということがあるということがあれば別ですけれども、全く基本的にあ

りませんので、99％は国産あるいは国産の飼料でございます。これについては把握できて

おります。残りの１％に満たない数量が輸入の配合混合飼料でございます。これについて、

把握できていないということでございます。ですから、そのうちのごく輸入配混合飼料の

中の全体に１％に満たない数量が、輸入配混合飼料になっているということでございます。 

○山内専門委員  この間の説明では、飼料原料の 90％は輸入に依存しているということだ

ったと思うんですが、その説明と今の説明とはどう違うんですか。 

○農林水産省C  飼料原料は、99％は国内で配合もしくは混合されたものでございます。

その飼料原料としての、いわゆる穀物部分ですね。その国内で生産された飼料の穀物は 90

％以上が輸入であるということでございます。ですから、その穀物の中に動物性たんぱく

質が含まれていないということを考えれば、そこについては国内で把握できていると考え

ていただければいいと思います。ですから、残りは１％に満たない部分がフルセットで入

ってくるものでございますので。 

○吉川座長  要するに、飼料の中に植物性飼料と動物性飼料があって、植物性飼料の 90％

は海外から依存しているけれども、動物性飼料についてはそうではないと。国産でやって

いると。ただし、といって１％だけは、既にでき上がってしまったものが入っているとい

うことですか。済みません。みんなデスクワークの方々なので、現場が全くわからないで

リスク評価しているんですよ。 

○農林水産省D  国内で製造供給されている配合飼料は、約 2,400 万トンあります。その

原料となるトウモロコシとか大豆とか、そういう単身のものの９割は輸入に依存している

と。99.5％は、それを原料として国内で配合飼料として混ぜている。そこは食物性の原料
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と肉骨粉は混ざらないように、いろいろ飼料規制をしっかり国内でやっていると。当然、

肉骨粉は輸入は禁止しているというものであります。したがいまして、国内で製造してい

る配合飼料につきましては、かなりのフィードバーンはできているというふうに考えてい

ます。今回諮問させていただきましたのは、外国で配合飼料、混合飼料となってしまって

いる 12 万トン、全体の消費量の約 0.5 ％について、水際のチェックはできておりません

から、そこの部分の原料の届出をさせて、どういったものが輸入配合混合飼料の中に入っ

ているかという、原料を把握して、そこの検査を水際でやりましょうということを諮問さ

せていただいています。 

○吉川座長  よくわかりました。ありがとうございます。ということです。 

○北本専門委員  それはいつから行われる予定なんですか。まだ行われていないというこ

とは、2003 年７月からというのは、全然行われていなかったわけですか。 

○吉川座長  そうですね。0.5 ％については、届出にしていないということ。それを今回

諮問で届出にしようということを問うてきたんです。 

○山内専門委員  それは 12 万トンですか。0.5 ％と 12 万トンは同じことですね。 

○吉川座長  そうです。 

○山内専門委員  そうすると、輸入配合飼料というふうに、これは書いた方がいいんです

か。輸入飼料と。 

○吉川座長  そうですね。輸入飼料というと、さっきの 90％の誤解が出るから、飼料全体

の 0.5 ％を占める輸入配合飼料 12 万トンをどう全体として評価するかという。 

○北本専門委員  不明です。 

○吉川座長  不明ですね。この項目として挙げるなら、そうなりますね。総合評価でない

という。ほかにありますか。いいですか。ありがとうございました。山本委員、本当にあ

りがとうございました。お礼申し上げます。それで、全体に戻りたいんですけれども、実

はここの目次を見ていただきたいんですけれども、「はじめに」「経緯」「審議開始にい

たるまでの主な議論」「『中間とりまとめ』案の座長代理一任後の検討の経緯」、４ペー

ジ、５ページ。ここまでは前回議論したもの、そのままです。「諮問内容に関する主な議

論」。ここもヒアリングのことが書いていて、この間議論しました。あと「審議の基本方

針」ということで、「はじめに」の中の項目は前回６ページまでについては議論しまして、

その後、言葉の少し整合性チェンジは各委員の意見のものを取り入れました。目次を付け

た方がいいという非常にプラクティカルな、いいサジェスチョンがあって、こういう格好

にしました。２に関して「リスク評価に関する基本的な考え方」も、特に変わっておりま

せん。７ページはそのままです。大きく変えたのは、８ページ以下の「主な論点」という、

これが前回、諮問事項の見解の分析のところの最初に書いてあったんですけれども、個々

の分析はまた個々のデータで多少ダブるところがありますけれども、こういうふうにして

分析したという見解になっていて、この主な論点のところは見解に入っていたんですけれ

ども、その後に関わる論点であって、定性だ、定量だ、そういうこととは関連なく、全体
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に関わっているので、むしろこの基本的考え方の中の主な論点として、前に出した方がい

いのではないかということで、中の文章はほとんどいじっていないんですけれども、諮問

３の「定性的リスク評価」の前に書いてあったものを基本的な考え方の方に移しました。

これに関してはどうでしょうか。そうか。ごめんなさい。 

○梅田課長補佐  先ほど、表を配らせていただいていますので、また定性のところに議論

を戻していただいて、お願いします。 

○吉川座長  わかりました。全体をもう一回読んでいただければわかると思うけれども、

私としては、ここに主な論点として、３以降に関わることをヒアリングの後、基本的な考

えとモデルをした後で載せておく方がわかりやすいと思うんで、異存がなければ、こうい

うレイアウトで行きたいと思うんですけれども、いいですか。 

○山本専門委員  私も、その方がいいと思います。 

○吉川座長  では、そうします。それで、３から「諮問項目に関する評価と見解」という

ことで、今日、山本委員に紹介していただいて、かなりの議論を詰められたと思うんです

けれども、25 ページまでですけども、先ほど事務局につくっていただいた、その 15 ペー

ジと書いてある、ＢＳＥ検査月齢の見直しに伴う定性的リスク評価、「たたき台としての

記入例」ということになっております。 

○山内専門委員  この表で、食肉へのＢＳＥプリオン汚染。これは汚染率になっています

が、もともと 16 ページの表１で検査陽性率というふうになっています。そして、全頭検査

の場合、無視できる。21 か月齢以上の検査。これはなしと。無視できるではなくて、ここ

はやっていないと。汚染量のところでもって、これを評価するわけで、これが表１の方で

は「無視できる～非常に低い」というふうに書いてあります。これは表１にまず併せてま

とめて、それで議論をしなければいけないと思います。 

○山本専門委員  ちょっと山内先生のおっしゃっていることはわかりにくいんですけれど

も、これは最終的な判断の表なので。 

○吉川座長  だから、表１の後ろに付けようと。 

○山本専門委員  表１の後ろにこれが付くとわかりやすいのではないかということです。

○吉川座長  最初にそう言って、全体評価としてそれで行こうと。 

○山内専門委員  なるほど。それでは、汚染率という表現はどういうふうに考えるんです

か。 

○山本専門委員  ですから、最初に生体牛におけるＢＳＥプリオンの蓄積度ということで、

表１の中にはございますね。それから、食肉へのＢＳＥプリオンの汚染度ということで、

それを最終的判断として感染量、蓄積量、汚染率、汚染量と分けた状況で判断しようとい

うことで、最終的にこれをまとめの表という形で使ってはいかがかと思っています。 

○吉川座長  だから、表１の縦カラムが今回は２つになって、上のカラムの生体牛におけ

るＢＳＥプリオンの蓄積度というカラム。上の大項目ですね。下が食肉へのＢＳＥプリオ

ンの汚染度。それを細かく分けて分析してきたのが表１で、それを全部まとめて全体評価
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として蓄積度に対して感染率と蓄積量、汚染度について汚染率と汚染量というマトリック

スを組んだところの入ってくる範囲として、この２つの全頭検査と 21 か月以上の線引きに

ついて、検査ありなしでこういう評価になるだろうということです。 

○山内専門委員  汚染率は検査陽性率にしてはだめなんですか。そちらの方が理解はしや

すいと思います。 

○吉川座長  だから、と畜場検査、ＥＬＩＳＡテストの検査陽性率、汚染量、トレーサビ

リティー、検査要請牛の排除、こういうものを総合評価した汚染率と汚染量ということで、

どうなっているかというカラムとして、これをつくったということですね。 

○山本専門委員  そういうことです。 

○吉川座長  だから、マトリックスがそれぞれの項目について、細かいあったものをだん

だんと大きな項目にまとめていて、最終的に変わるのか変わらないのかという評価を定性

的にやろうというのが山本委員の考え方です。 

○山内専門委員  それはよくわかるんです。ただ、表１との整合性が、これはいろいろ途

中でコメントが入ったから変わってきたんだと思うんですが、表１の食肉へのＢＳＥプリ

オン汚染度というところを括弧して、汚染率、汚染量というふうにしていて、もう一方で、

これはＥＬＩＳＡの方に絞っているから、これは検査陽性率と。 

○吉川座長  そうです。その項目については、そういう格好になるけれども、全体として

マトリックスを組んだときにどうなるかというのが、この新しい表で、それを先ほどはも

うカラムの横に付けてしまおうと。だけど、分けた方がわかりいいなら、こうなりますよ

ということです。 

○山内専門委員  概念的に、ここは考えているということですね。総合評価で。わかりま

した。 

○甲斐（知）専門委員  こういうふうに全部まとめてしまいますと、全体的に「無視でき

る～非常に低い」とか、そういうのが多いので、大体を取って、その文言、最終的にはあ

りとなしで全く変わらないというような形になっていますけれども、この前にある表１で

細かくやっていたときに、例えば、その汚染量を「無視できる～非常に低い」のところを、

先ほど議論でｍi.c.LD50 をどういうふうに取るか。個々の方の意見があるだろうというよ

うなことで、「無視できる～非常に低い」というような幅ができたんだと思いますけれど

も、これを全部まとめて無視できるにしてしまっていいのかというのは、やはり問題があ

るのではないかと思うんです。こういうまとめ方をするんであれば、表１をそのまま出し

て、その表１の解釈で非常に低いというのをどう取るかということだと思うんですが、ま

とめてしまうと、それは全見解として、それも含めて無視できるというふうに読めてしま

うので、私はこういうまとめはしない方がいいのではないかと思います。 

○北本専門委員  私は、山内先生が最初に言われた、この表１を見ながら、ひょっとした

ら、この各委員で見解が分かれのではないかというところをちょっと集中的にまずディス

カッションして、それで実際分かれるかもしれないし、実は意外に一致するかもしれない。
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それで、甲斐先生の言われる、これが有効なのかどうか、最終的にまとめる必要があるの

かどうかというふうに持っていった方が早いような気がするんです。まず個別にディスカ

ッションして、ただ、個別にしているときは、我々はその 20 か月で検査する、しないの、

本当に 20 か月以下の牛に関してディスカッションしているかというと、そうではない部分

もありましたね。ですから、私はそこに絞って、その表１で細かく、先ほど山内先生が言

われた、こことこことここは意見が分かれるのではないかというところを集中的にちょっ

とやっていただいた方が早いかなという気がするんですけれども、いかがでしょうか。 

○吉川座長  私の知っている限り、この表１に関して、侵入リスク、飼料のところは先ほ

ど、輸入配合飼料規制ということで、不明というカラムにすると。それから、ＢＳＥテス

トのところで、陽性率は非常に低いとしないになって、汚染量は無視できるに対して非常

に低いというふうに理解したんですけれども、これに関して、それぞれ意見が分かれると

すれば。 

○北本専門委員  そうではなくて、山内先生がピックアップされたじゃないですか。一等

最初に。このカラムの中のこの辺りはディスカッションすべきだと。 

○吉川座長  山内先生、その項目というのはどれでしたか。 

○山内専門委員  それぞれ「無視できる」と「非常に低い」というところですが、結局は

食肉のところの問題だと思うんですね。食肉のところでは最終的に、私はこのまとめであ

ってもいいと思ったんですが、汚染率という概念的なものを今、提案されたわけですが、

現実には検査していないんだから、ここのところはマイナスにして、そして汚染量のとこ

ろは「無視できる～非常に低い」という、こういうふうな分かれ方が出てくる。これをど

う考えるかということを私は言いたかったんです。したがって、この表１で行けば、ＥＬ

ＩＳＡテスト、検査陽性率、これが全頭検査は非常に低い。21 か月以上のところ。これは

マイナスであると。やっていないと。汚染量のところは全頭検査は無視できると。21 か月

以上のところでは、無視できるという見解から非常に低いという見解まで分かれるのでは

ないかということを言ったつもりです。 

○山本専門委員  そうすると、ＥＬＩＳＡテストのところだけですね。 

○吉川座長  ほかにありますか。 

○山内専門委員  ＥＬＩＳＡテストというか、要するに全体として考えていくんですが、

具体的にはＥＬＩＳＡテストのところで、この食肉への汚染のことを考えようと。それか

ら、さっきやはり提案したんですが、と畜検査のところにトレーサビリティー、検査陽性

牛の排除というような、これはその他として、別に考えるべきであろうというふうに思い

ます。したがって、と畜検査というところでもって、ここの食肉汚染というような考えで

行っていいのではないかと思います。当然、ＳＲＭ除去というのは、ここの評価の「無視

できる」とか「非常に低い」というところには、みんな反映はしていきます。 

○吉川座長  わかりました。そうしたら、検査陽性率に関しては、既に私も先ほどそう言

ったように、非常に低いとマイナス、あるいはしないという項目で、汚染量に関して全頭
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検査を無視できる。私の書き取りでは、21 か月以上の検査は「非常に低い」ということに

なっていますけれども、「無視できる～非常に低い」という幅があっても構わないと思う

んですけれども、２つ、この項目について、いや私はそう思わないと、非常に大きいと、

この評価は定性的におかしいという意見があったら聞きたいと。それから、ほかの項目に

ついても、この評価は非常にナンセンスであるという項目があるなら、それを挙げていた

だきたいと思います。ありますか。 

○北本専門委員  トレーサビリティー、私も賛成です。挙げる必要はないような気がしま

す。もう一つ、この検査陽性牛の排除というのは、これはどういう意味ですか。 

○吉川座長  トレーサビリティーを入れろというは北本委員で、このモデルの排除を述べ

たのは山本委員だと思うんです。検査陽性牛の排除という項目を、モデルの中に入れて評

価してくれと。最初のモデル評価の中の。それで、この項目をここにほうり込んだんです

けも、その他に入れた方がいいなら、私もその他に入れた方がいいと思います。 

○山内専門委員  私は余り記憶がないですね。 

○北本専門委員  恐らく、そういうふうに紋切り型で言われると、記憶ないですね、とし

か言いようがないですね。流れの中で意見を言っているつもりですので、議事録だけ読ま

れて、そういうふうに解釈されるというのは、ちょっと違うんじゃないかという気がしま

す。 

○吉川座長  トレーサビリティーの重要性に関しては議論があって、それをどう評価する

かというのは、実は定性評価を含めまして本当に難しかったんですよ。山本とやって。そ

の他という項目に入れるなら、私もそれに決して異存は、今、聞いているのは、先ほど北

本委員に言ったその項目の評価に対して、これでいいのか、それとも大きく違う項目があ

るのか、あるなら、その項目は何で、自分はどう考えるのかを言ってほしいと言っていま

す。 

○北本専門委員  何か怒っておられるようなんですけれども、議論にならないような気が

するんですけれども、私が今、聞いているのは、トレーサビリティーはその他でいいんじ

ゃないでしょうかという意見を言って、それで検査陽性牛の排除というのは、どういう意

味なんですかねというのが私の質問なんです。個々に聞いてくださいと言われましたので、

非常に御立腹ならもうこの意見は。 

○吉川座長  それぞれの項目については、表１と前の説明で、私は議論をしてきたと信じ

ていたんです。それにもかかわらず、もう一回この項目それぞれについて、その幅を含め

てもう一回審議すると言うなら、その項目をどういうふうに審議しなければならないかを

教えてくださいというふうに尋ねたわけです。それでは、ＥＬＩＳＡテストについては、

１つの問題として決めなければいけないと、そのほかの項目について、この定性評価に関

してすごく自分は、実はこういう根拠で異論があるというのであれば、それを聞きたいと

いうふうに尋ねたんです。 

○冨澤評価調整官  事務局から恐縮なんですけれども、恐らく座長はやっていただいたと
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いうふうに考えいらっしゃって、北本先生はそれを総括した形でまとめて、それでこの中

で異論があるかないかということを確認したということで、恐らくお二人の先生、言って

いることは同じではないかと思うので、進め方だけの問題だと思うんですけれども。 

○北本専門委員  私は、単純に検査陽性牛の排除に関して、ちょっと質問していただけで

すから。 

○山本専門委員  検査陽性牛の排除は、やはりトレーサビリティーと同様に、副次的に考

えていかなければいけない事項ということになります。これは、2001 年 10 月以降に検査

実施要領でＢＳＥ検査を始めたんです。そこで排除されていることから、現時点で 20 か月

齢以下の牛の、そういった検査で陽性となったものが肉骨粉として使用されて、それが 20

か月齢以下に影響を与えるかどうかと、そういう判定をしなければいけないということで、

検査陽性牛の排除が適切に行われてきたということがリスクに関して、現在の 20 か月齢以

下の牛のリスクに関してはどの程度かという判定をしているということです。ですから、

その他という項目に分けて入れていただくのは別に構わないんです。 

○吉川座長  ありがとうございます。私もそれは納得です。 

○山内専門委員  今の説明だと、検査陽性牛の排除は、むしろ生体牛への汚染の問題、実

際には国内での飼料規制とか、そっちの方に関わっていることであって、あえて検査陽性

牛の排除を入れる必要は多分ないんではないかと。トレーサビリティーに関しては月齢を

確認するという意味で、副次的な効果はあると思います。 

○山本専門委員  今の私の説明では、一方の方しか説明していなかったように思います。

ですから、肉骨粉として回る部分と、それから食肉として回る部分も同時にそれはないと

いうことを言いたかったわけです。 

○吉川座長  そういう点では、項目はその他でもいいんじゃないですか。前のモデルの中

にトレーサビリティーと陽性牛排除というカラムがあって、それをリスク評価の中に入れ

てくるということをしたものですから、ちょっと無理が出たかもしれませんけれども、私

もその他という項目で、聞きたいのは、このカラムに関して１点だけです。そうすると、

検査陽性率に関しては、非常に低いとマイナス、あるいはしないという項目で、これはだ

れも異存ないと思うので、汚染量に関して全頭検査が「無視できる」、21 か月以上の検査

に変えたときに「無視できる～非常に低い」でいいかどうかということですね。どうです

か。そのぐらいの幅で割れると、あるいはそういう意見として集約されると。いいですか。

では、そういうことで、ほかの項目で特にありますか、どうぞ。 

○横山専門委員  先ほど話題になった、スタンニングとピッシングもこの書きぶりでは問

題が生じてくると思うんですけれども、それに伴う肉の汚染ということであれば、非常に

低いという書きぶりでもいいのかもしれませんが。 

○吉川座長  そうですね。どうぞ。 

○冨澤評価調整官  局長からも言われましたが、14 ページなんですけれども、先ほど北本

先生がおっしゃられました、「無視できる～非常に低い」と書いてしまうと、多少いかが
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なものかということなので、※を付けたらいかがというお話でしたので、例えば、ただし

一般的にピッシングの汚染率は無視できないため、29 ページに書いてあるんですが、29

ページのところの上から６行目を見ていただきますと、そのパラグラフの一番後ろのとこ

ろに「今後さらに、具体的な目標を設定した実施計画を作成し、できる限り着実かつ速や

かに実行する必要がある」ということが書いてございますので、この点を、恐縮ですが、

また 14 ページに返っていただきまして、もう一度申し上げますと、先ほどのは、ただし一

般的にピッシングの汚染率は無視できないため、３．３に記載する適切な管理措置が必要

であるというような注意書きを書けばいいというような御発言かと思うんですが、それで

よろしいのかどうか御議論いただければと思います。 

○吉川座長  文章は分けるだけで、今の問題は、その文章の後ろの部分を取って、前の要

するに汚染率としては、確率としては無視できない確率で、全頭検査をやろうが、21 か月

以下にしようがあると、そのときのコンタミ量は少ないというふうに本文で書かれている

ものをこの表にまとめるときに、マトリックスを組んでどういう表現にするかと、これが

横山委員の質問ですね。私もそう思います。あとの注釈はどこへ飛ぼうと整合性を持てば

いいと思うので。そうすると、汚染率としては無視できない、しかし、汚染量としては少

ないというマトリックスの評価になっていて、それを全頭検査 21 か月以上の検査も同じに、

ピッシングに関しては、同じ評価になると思うんですけれども、どうしましょうか。低い

ぐらいですか、あるいは無視できるから低いか、でも頻度が多いとすれば無視はできない

ね。すると、低いか、非常に低いから低いか、どうですか、どなたか御意見はございませ

んか。済みません、何となく官僚的な扱いで申し訳ありません。こういうことをやっては

いけない。どうでしょうか。 

○北本専門委員  やはり、言葉として無視できるからというのが、無視できはしないんだ

から、やはりこれは非常に低いから低いという気がします。 

○吉川座長  ただ低いの方がいいですかね。 

○山本専門委員  私もそれで変更していただいて結構です。 

○吉川座長  では、ピッシングは非常に低いから低い、両方のカラムです。それからスタ

ンニングに関して、これは更にデータが厳しいですけれども、汚染度は低いと考えられる

という格好になっていて、どうしましょうか、低いでいいですか。 

○山内専門委員  スタンニングは、非常に低いというよりか低いというか、難しいです。

結局、これしか今は方法がないから使われているわけで、例えばＥＵの医薬品の方で行く

と、カテゴリー２とか、カテゴリー３と言えば、日本はカテゴリー３の国になりますが、

そういう国の牛由来の血液を医薬品に使うときは、スタンガンは使ってはいけないと。非

侵襲性のスタンガン、もしくはそのほかのものにしなければいけないという規則があるく

らいだから、やはりスタンニング自身のリスクというのは、ある程度は考えなければいけ

ないんではないかと。そうすると、非常に低いから低いの間に、この辺のところだと思う

んです。そこをどう考えるかは何とも言えないですね。私は低いと取っておいてもいいと



 

 29

思います。 

○北本専門委員  私も賛成です。非常に低いから低いに間を取って、ピッシングと同じよ

うに扱っていいんじゃないかと思います。 

○吉川座長  ほかに御意見はございますか。 

○山内専門委員  今のスタンニングは、私は論文を追加していますから、あれは 60 頭の牛

について調べて、５頭で神経組織由来タンパクが検出されていると、かなりしっかりした

論文ですので、やはりリスクはあり得るというふうに考えた方がいいと思います。 

○吉川座長  どうぞ。 

○小野寺専門委員  スタンニングに関しては、いろいろ議論があって、それ以外の方法が

ないからということで、一応スタンニング、ピッシング同格ということでいいのかなと思

います。 

○吉川座長  では、スタンニングとピッシングについては非常に低いから低い、どちらの

カラムも同じ評価になると。それでいいですかね。横山委員、いいですか。 

○横山専門委員  はい。 

○吉川座長  ほかにこのカラムに関してありますか。そうすると、ちょっと先ほどのもの

に戻って、総合評価的な表を付け加えるか、あるいはこのカラムに総合評価として入れて

しまうか、また、わかりにくくなるという意見と、最初はやはりそうした方がいいという

意見と、座長としても困っておるんですけれども、そういうふうに総合評価をしようと言

って持っていくけれども、総合評価をするとわからなくなるから、このまま表１で新しい

表は付け加えないという案と、やはりこういう表を付け加えなくても、それぞれのカラム

に総合評価としての、ここにあるような項目として、全体はこういう評価になりましたと

いうカラムを付け加えて挙げるか。 

○山内専門委員  私が提案した責任上ですが、今までの議論をずっと聞いていきますと、

この表１だけで十分に判断はできると。ただ、議論を進める段階では、今日つくっていた

だいたような表もあった方がいいんじゃないかというふうに考えたわけですが、もう事務

局には大分御苦労をおかけしましたが、この表は特に使わなくてもいいと思います。 

○吉川座長  わかりました。ほかに御意見はございますか。どうぞ。 

○梅田課長補佐  事務的に確認させていただきますと、この表１の先ほどのトレーサビリ

ティー、検査陽性牛の排除については、その他の項目をつくって、この表の中に残してお

くということでしょうか。 

○吉川座長  残しておいてもいいんじゃないですか。最初の論点メモから始めて、トレー

サビリティーはかなり議論してきたと思いますし、ここで突然トレーサビリティーがなく

なる必要はないと思うんです。どうですか。 

○山本専門委員  私も残しておいていただきたいと思うんですけれども。 

○山内専門委員  私は残す方がいいと思うんですが、その場合、15 ページの項目分けを直

す必要があると思うんです。その他が３．１．２．２．３になって、そしてそれの１つと
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してトレーサビリティー、それから２番目が検査陽性牛というふうに変える必要があると

思います。 

○吉川座長  そうですね。その他が３．１．２．２．３が入って、トレーサビリティーが

最後の２けたが２．２が３．１、陽性牛の排除が２．３が３．２になるということです。

○山本専門委員  そうなりますと「以上のことから」を食肉の汚染だけの判断じゃないと

いうことで、検査陽性牛のところが入ってきますので、ここに「以上のことから、2003 年

７月以降生まれ」という一文をどこに持っていくかというと上に持っていくことになりま

すかね。 

○山内専門委員  いや、表１についての見解を整理する作業は、まだやっていないと思う

んです。結局、表１は全部羅列しただけの話であって、それの見解が今の「以上のことか

ら」ということにつながるような感じなんですが、そこは実は議論していないところだと

思います。 

○吉川座長  では、特に問題がなければ、表１はそういう形でまとめるとして、そうする

と表１の定性評価の牛におけるＢＳＥプリオン蓄積度、食肉へのＢＳＥプリオン汚染度及

びその他の全部の項目を含めて、定性的に評価した結果として、2007 年７月生まれ以降の

０～20 か月齢の全頭検査と、21 か月以上の検査について総合評価をどういうふうにするか

ということなんですけれども。忌憚のない御意見を伺いたいと思います。どうぞ。 

○山内専門委員  表１でもって、汚染量というところで、21 か月以上の検査のところは「無

視できる～非常に低い」というふうに幅があるわけですが、これが恐らくそれぞれ委員の

間で見解が違ってくるかもしれないんですが、私はやはり非常に低いというふうにみなす

べきだろうと思いますし、そういう点でリスクが全く変わらないと言っていいかどうか。

要するに、現実には非常に低いリスクというのは残っていくと言うことができるんではな

いかというふうに思います。 

○吉川座長  ほかに、山本委員ありますか。 

○山本専門委員  20 か月齢以下の牛に関する検査陽性率ということも、よく考えていただ

かないと、ある量の汚染は起こるかもしれませんが、それが何千万頭に１頭なのか、何百

万頭に１頭なのかということで、大分変わってくるんではないでしょうか。それで、総合

評価的には相当低い形になると思っていますけれども。 

○山内専門委員  それはいいと思います。ですから、その両方の文言を書くのが見解とい

うことになるんじゃないかと。確率としては極めて低いということを書くこと自身反対で

はありません。むしろ書くべきであろうと思います。 

○吉川座長  どうぞ。 

○小野寺専門委員  結局、両論併記というのは、こういうリスク評価なんかでやるんでし

ょうか。まとめの問題ですけれども。 

○吉川座長  両論併記というのは。 

○小野寺専門委員  ですから、無視できるというのと、非常に低いという意見と両方あっ
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たというような言い方になりますね。 

○甲斐（知）専門委員  それは、定量的なものがデータとして足りなくてできないという

ことを最初に言っているわけで、今できる定量的な評価を行える限界を示すというのも見

識だと思いますが、それはできないと最初に難しいと言っているわけですね。それで定性

的に行うわけですから、それには幅があっても私はいいと思います。無視できるとも言い

切れないわけですので、「無視できる～非常に低い」とか、そういう幅があっても私はい

いと思います。 

○北本専門委員  その表現として、こうしてしまうと一人歩きするかもしれないんですけ

れども、ＥＬＩＳＡテストの検査の陽性率は非常に低いという評価をしたわけですね。 

○吉川座長  そうですね。 

○北本専門委員  その整合性からすれば、やはり汚染量といえども、非常に低いけれども

あるというのが、私は素直な感覚ではないかと思うんです。ですから「無視できる～非常

に低い」というのは、非常に見識のある書き方ではないかなという気がするんです。 

○吉川座長  そうすると、総合的な評価として定性的な分析としては、確率としては極め

て低いだろうと。それから、汚染量としても非常に少ないだろうと。しかし、ゼロではな

いわけで、見直しに当たって総合評価としては「無視できる～非常に低い」と、そういう

判断でいいですか。 

○山内専門委員  低いという言い方と、リスクは変わらないという言い方と、どちらを取

るかという点も。 

○吉川座長  リスクは無視できるというのは、総合判断ですが、リスクは変わらないと解

釈したということで、非常に低いというのは、でもゼロではないという考えだというぐら

いかと思います。 

○山内専門委員  それから、これは最終的に結論のところも関わってくると思うんです。

今、単に評価をしているだけで、それでは見直しをすることに関してどう考えるのかとい

うことまで言うわけですか。 

○吉川座長  それはいいんじゃないですか、どういうリスクになるということを返して、

それを受け入れて施策を取るか取らないかはリスク管理の問題ですか、ここはそういうふ

うにしたときに、どういうリスクとして評価できるのかということ答えを返せばいいわけ

であって。 

○山内専門委員  こちらの見解としては、何らかのことを言うことは、勿論いいわけです

ね。 

○山本専門委員  その必要はないんです。 

○甲斐（知）専門委員  言ってはいけないんですか。つまり、出た数値に対して、それだ

けを返せということですか。それを読んで、諮問されているので、それに対する我々の意

見を入れてはいけないということですか。 

○山本専門委員  いけないんではなくて、リスクがどう変わるかを聞かれているわけです
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から、それに対するお答えをするだけで、したらこうなるということを返すだけなんです。

ですから、21 か月齢の検査を、諮問内容をもう一回。 

○梅田課長補佐  措置を変更することに係る食品の健康影響評価について評価を依頼され

たという整理でございます。 

○山本専門委員  ですから、措置が変化したことによって、そのリスクが上がるのか、変

わらないのか、下がるのか、そこを返せばいいだけの話です。 

○甲斐（知）専門委員  その評価という言葉には、そのリスクが上がる、下がるというか、

例えば非常に低い、それをどう読むかという意見を入れるところまで入れて評価じゃない

ですか。その意見は要らないということですか。 

○山内専門委員  この食品安全委員会ができたときに、リスク評価に関して、リスク評価

にリスクコミュニケーションも反映させるということが入っているわけです。だけど、今

の山本委員の意見だと、リスクコミュニケーションはもう完全に切り離して評価だけやれ

ばいいんだということですか。 

○山本専門委員  そういうことではありません。コミュニケーションというのは、その段

階で情報を開示しながらやっているわけです。リスク評価をしている段階で。ですから、

この状況もリスクコミュニケーションもやりながらやっているということなわけです。最

終的な判断をする際に、リスク管理側がこの評価結果をもって最終判断をするわけですか

ら、そのときに更にリスクコミュニケーションをやっていただかないとならないというこ

となんです。ですから、我々が今この状況でリスクコミュニケーションをやりながらやっ

ていると判断しています。 

○吉川座長  私もそのように、山本委員と同じように理解をしていて、ここの透明性と情

報公開性というのは、従来の審議会とは全く違って、そのままリスクコミュニケーション

の場になっているというふうに理解しております。 

○山本専門委員  ただ、本来のリスクコミュニケーションですと、ここで会場からの意見

というのが加わってくるということになりますので、今のところで言えば一方通行の情報

開示ということにはなりますね。 

○吉川座長  でも、実際には委員会に行った後。 

○山本専門委員  行った後で、情報がパブリック・コメントで求められるということです

ので、そこでリスクコミュニケーションということになると思います。 

○吉川座長  だから、やはりここはリスクの評価の答えを返す場であって、施策に対して

取るべきである、取る必要はないという判断をする場ではないというふうに理解していま

す。 

○北本専門委員  元の議論に戻していいですか。汚染量のことなんですけれども、全頭検

査の場合も、我々が一等最初にうたっていることは、今までやっていた検査には限界があ

ると言っていたわけですね。ということからすると、全頭検査の場合も「無視できる～非

常に低い」まで、言ってみればあるわけですね。 



 

 33

○吉川座長  そうです。 

○北本専門委員  ですから、書きぶりとして、ここに「非常に低い」まで入れてしまうこ

ともできるんだと。 

○小野寺専門委員  全頭検査の汚染量ですね。 

○北本専門委員  私は、科学的に言って、今までの議論を突き詰めていくと、やはりここ

は無視できるというふうに、完全にゼロリスクになるというふうな形ではなくて、我々の

スタンディングポイントというのは、あくまでも検査というのは限界があるんだと。限界

以下のものは見つけられないというところがスタンディングポイントなんですね。ですか

ら、ここの汚染量を「無視できる～非常に低い」というふうに考えるのも１つの手かなと

思います。 

○吉川座長  それは１つの意見だと思います。最初の書きぶりのときには、21 か月以上で

あっても、検出限界以下の感染牛はいるよというコメントを書いたのに対して、場所が不

適切でずれましたけれども、今、言われたとおり、21 か月以上であっても感染牛で検出限

界以下の牛は、リスクとしてはあるわけですから、そういう意味ではゼロではないという

メッセージは必要だと思います。 

○北本専門委員  ですから、我々科学者の立場から言って、どうしても 21 か月以上の検査

にした場合に、非常に低いというのはやはり外せないじゃないかと、そういう言葉がある

とすれば、同じロジックとして全頭検査をやっても「非常に低い」というものは外せない

んじゃないかと。 

○吉川座長  そうですね。やはりこれも「無視できる～非常に低い」、両カラム同じです

ね。そうした方がいいですね。わかりました。 

○北本専門委員  そうすると非常にすっきりします。 

○寺田委員長  それで非常にすっきりすると思います。失礼しました。 

○吉川座長  それでは、もう一回まとめのところで議論しなければならないと思うんです

けれども、総合評価、定性の方としては、確率としては極めて低いし、汚染量としても非

常に少ないと。しかし、無視はできない。あるということは考えておかなければいけない

と。総合的には「無視できる～非常に低い」という考えであると。それから、先ほどの表

１の汚染量のところの全頭検査の方も「無視できる～非常に低い」と、21 か月以上と同じ

評価になるということです。どうぞ。 

○北本専門委員  それでは、恐らくその「非常に低い」ということの説明をちゃんと結論

として出していくと。 

○吉川座長  そうですね。説明をしなければいけないと。 

○山本専門委員  そうなりますと、今度は 21 か月以上の検査だけでやっていった場合に、

全頭検査をやっていたときと左右を比べていただきますと変化がないという結論でよろし

いんですね。 

○吉川座長  でも「無視できる～非常に低い」は幅があるから、少しこっち寄り、少しこ
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っち寄りというのはあるのかもしれないけれども、単純に字面で見れば同じになってしま

うけれどもいいかというのが、山本委員の質問なわけですね。 

○山本専門委員  それで変化しないと書くか、ほとんど変化しないと書くかは。 

○吉川座長  でも、検査陽性率は、非常に低いと検査しないですから、左右は同じではな

いですか。 

○山本専門委員  無視できるではなくて、非常に低いから。 

○吉川座長  それで、こっちは 21 か月以上の検査しないかマイナスというカラムになるか

ら。 

○山本専門委員  それを比べているわけです。 

○吉川座長  残りのカラムがみんな同じになるという。 

○山本専門委員  はい。 

○吉川座長  でも、それはそうなったんだから。 

○北本専門委員  ただ、私はそこでやはりコメントを入れるべきだと言ったのはそういう

意味です。これでぱっと左右比較していただければ、ほぼ変わらないと。ただ、そこには

温度差がちゃんとあるんだということをちゃんとコメントで表わせばいいんではないです

か。 

○吉川座長  そのニュアンスの差がある程度わかるように、総合評価のまとめのコメント

として残すということですね。 

○北本専門委員  はい。 

○吉川座長  はい、わかりました。どうぞ。 

○山内専門委員  今のような形でいっていいんですけれども、例えば、この輸入配合飼料

規制のところが不明であるとか、その他、ＳＲＭ除去に関しても、これから実施していく

いろんな対策があるわけですね、監視体制とか。そういったことを、コメントの中に何ら

かの形で付け加える必要があるのではないかと思います。 

○吉川座長  それに関しては、この間議論しなかったんですが、定量の後ろに、今は諮問

１に対しての議論をやっているんですけれども、諮問２、３、４に対して答えを返さない

とならないと。 

○山内専門委員  ただ、見直しのときに、安全確保とか安全を担保するという視点からい

くと、ＳＲＭ除去の監視体制とか、いろんなものの改善がこれから行われようとしている

わけでしょう。そういったこともやはり重要であるということは、コメントとしては入れ

るべきではないんでしょうか。単純にここは評価だけで終えてしまうのか。それとも、評

価の見解だけであれば、結論の方での言う方がいいのかもしれないですけれども、結論の

方に持っていった方がいいのかもしれませんね。 

○吉川座長  この後、この間議論していただいた定量があって、その後、実は諮問２、３、

４に対する、この間議論しなかった、前からつながっているところの、そういう意味でい

くと３．３、28 ページから、ＳＲＭ除去によるリスク低減効果に対する当委員会からの答
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えという格好で、今までの分析と同じようなことがかなり長く書いてある。それから、３．

４は、次の項目の飼料規制に関する見解として書いてあって、それから研究の推進の４項

目まで答えた上で結論に入るという格好になります。 

○山内専門委員  そうすると、結論のところで、定性的及び定量的評価の見解、それから

その他もろもろの見解もひっくるめてそこで取り上げるという理解で。それは結構です。

そういう形でやるのはいいと思います。 

○吉川座長  それでは、随分と時間をかけましたけれども、これは初めてだったから、非

常に有意義だったと思いますし、何度も言いますけれども山本委員には、全責任を丸投げ

してしまって、本当に申し訳ありませんでした。そうしたら、定量に関しては前回やりま

したので、幾つか意見をいただいて、それに基づいて直したところもありますけれども、

できれば先ほどの議論から外れていたほかの項目ですね。３．３、ＳＲＭによる、構造と

して入れ子みたいで、また新たに項目に答える格好にはなっておりますけれども。 

○山内専門委員  定量の方でもちょっと意見があるんですけれども、いいですか。 

○吉川座長  はい。 

○山内専門委員  26 ページです。「リスク評価－シナリオ－２」というところです。これ

の４行目、全陽性牛の 250 分の１というのは、これはＥＵですね。これを基にして、日本

での 20 か月以下での陽性になる可能性が、年間 0.012 ないし 0.056 と。これは、まず一

つは、私はこういう数字が出ることが数字の一人歩きになるというけれども、実際にもう

一人歩きを始めましたね。これはコメントです。言いたいのは、このＥＵの場合に、全陽

性牛の 250 分の１で 250 という数字を使って計算していますが、日本の場合には 11 頭中

２頭ですね。ですから、日本のデータを使えば、この数は今の 0.012 ないし 0.056 の単純

計算すれば 45 倍になります。そうじゃないんですか。 

○吉川座長  そういう考え方もあります。否定はしません。11 分の２という考え方も取れ

ると思いますし、母集団の多さ、例えば何度もそういう議論をしましたけれども、１mg で

も 10 分の１出るものをどう評価するか。定量評価の難しさは、やはり先ほどの定性のとこ

ろにも幾つかあったけれども、母集団は一体幾つの中の、どの話をしているのかという議

論が余りない。私としては、データの多さから考えて、ＥＵの現時点で検査が続いていて、

もっとその後のものも読めるようになってくれば、当然日本のデータを使うべきだと思う

んですけれども、現時点でそういう数字で後でどんどんと母集団が増えてきたときに見直

せばいいという考えもありますね。 

○山内専門委員  ですから、やはりこういう１つの数字だけに絞るんではなくて、例えば

日本の場合を計算するとこれの 45 倍であると。ＥＵの場合を計算するとこうであると。そ

れだけの幅を持たすなり、具体的にそういう事実を書けばいいんじゃないかと思うんです。

余り断定的にこういう形をすることが問題だというふうに思います。 

○吉川座長  わかりました。 

○北本専門委員  ちょっと私、理解できなかったんですけれども、11 分の２というのは。
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○山内専門委員  と畜場検査において見つかってきた、陽性となった牛が 11 頭ですね。全

部で 15 頭で、最初の１例は農場で見つかって、あとは死亡牛で４頭。 

○吉川座長  でも、20 か月以下はゼロなんです。 

○山内専門委員  21 と 23 と弱齢で言っているわけです。 

○北本専門委員  弱齢牛という書き方であれば、山内先生のおっしゃるとおりですけれど

も、20 か月以下だと日本の場合はゼロになってしまいますね。 

○吉川座長  ゼロになってしまいます。でも、それは、この前の中間見直しで議論したよ

うに、21 か月以下は１頭もいなかったというところから議論が始まってきたわけです。 

○山内専門委員  でも、ＥＵの場合には 30 か月以下ですね。 

○吉川座長  ＥＵの場合は、結局データがないので、どのぐらいの頻度と考えたらいいの

か、多分その率はものすごく低いだろうけれども、もし 20 か月以下でつかまるとすれば、

どのぐらいの頻度と考えるべきか。それを、最もアクティブ・サーベイランスでたくさん

データを持っているＥＵのものに当てはめれば、３歳以下のデータはないですから、３歳

よりは少ないとすればこうなるという考えを出すためであって、もし日本のデータを使う

ならそのとおりで 20 か月以下はゼロです。 

○山内専門委員  ただ、中間とりまとめで議論したように、21 か月齢とか 23 か月齢とい

うのは、20 か月齢では検査をしてないというだけのことであって、検査をすれば見つかる

可能性もあったわけだから、そういう点を考慮するかどうかということです。 

○吉川座長  確かに、数字の一人歩きはやはり避ける必要性があることはそのとおりで、

ただ低いと言っても、ではどのぐらい低いんだということがあって、現時点で母集団の多

さとデータから見ると、ＥＵのを使うのも１つの考えかと思ってここで入れて、でも論理

からする北本委員の言うとおり、ここでリスク評価するものは、感染牛中の 20 か月と言う

なら今までの検査で１頭も出ていないという、中間見直しでゼロから〇．何々頭モデルに

なります。わかりました。ちょっとそこは考えます。 

○北本専門委員  複数は賛成です。そういう意味で言えば、最悪のシナリオまで入れて山

内委員の言うように、11 分の２というもので計算した数字まで括弧して入れるべきかなと。

○吉川座長  そういう考えもあると。 

○北本専門委員  私は、やはり数字の一人歩きをさせないためには、幾つか数字を挙げる

というのが一番いいんじゃないですか。 

○吉川座長  わかりました。 

○小野寺専門委員  そうすると、24 か月齢までには 11 分の２という言い方になるわけで

すね。 

○吉川座長  わかりました。ほかに、急がせて申し訳わかりませんが、もしまた見終わっ

て、多分御意見があれば事務局の方に送ってもらうとして、できれば次の諮問事項の「３．

３．ＳＲＭ除去によるリスク低減効果に関する見解」のところから後を議論したいと思い

ます。これは、前から載っていたので皆さん読まれていると思うんです。「と畜・解体法
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の実態」、繰り返しになる部分も結構ありますけれども、それから実地状況の検証、リス

ク評価に用いた部分とダブりますけれども、見解としてまとめた方がいいかと思います。

それで、厚生労働省においては以下のことを義務づけるというふうにしていると。それで、

ＳＲＭ除去は大事だということは前から言っていたわけで、こういう施策を進めることは

重要であると考えると。しかし、リスク回避の有効性を評価し、数値目標を定め実行する

必要があるという、これは前の議論のポイントのところにも出てきたかと思います。同時

に、その改善状況について監視を行う必要があると。それから、ピッシングの件に関して、

できる限り着実、速やかに目標を設定して実行する必要があると。それから、飼料規制は、

根本手的なリスク回避として大事であると。これはちょっとおかしいですね、ここに何で

入るんだろう。ＳＲＭの除去じゃないですね、最後のパラグラフ「我が国におけるＢＳＥ

の根絶を図るためには、飼料規制の徹底を図り、ＢＳＥの原因となるプリオンの伝播を防

止することが最も重要である」というのは、むしろ飼料規制に関する見解じゃないですか。

これは入っている場所がおかしいですから移します。今のがＳＲＭに関して、これまでヒ

アリングから始めて議論してきたことで、当委員会としての諮問に対する見解。それから、

飼料規制に関して何度も、少し今日はっきりわかったと思いますけれども、輸入飼料に係

る交差汚染という問題があって、輸入飼料規制の徹底を図る必要があると。それで、届出

制、届出事項を追加するということで、特に反芻動物由来のタンパクの混合防止対策を徹

底するという上で非常に重要であると。それから、販売業者、飼料の農家まで規制を徹底

するということで、先ほどと同じように規制するだけではなくて、その遵守の徹底を図る

ということが必要であると。それから、定量的な評価方法をできるなら開発して、強化措

置の有効性を検証してリスク回避をするための目標を明確にする必要があるということで

す。３．５．は「ＢＳＥに関する査研究の一層の推進」ということで、１つは検査陽性牛

の利用が非常にスムーズにいかないという議論があって、第一としては、いろいろな研究

を進めているところであるけれども、更に高感度のもの、あるいは技術開発といったもの

が必要ですということが書いてあります。２番目のパラグラフの後半に、調査研究の円滑

な実施に必要な検体の採材、輸送、保管等については、非常にリジットになっているので、

研究利用に配慮する必要があるということです。それから、プリオンに関する基礎研究と

同時に、何度も何度も議論しましたけれども、定量リスク評価、定性リスク評価に必要な

データがないために議論ができないということが多かったわけで、こういったリスク評価

に必要なデータを作成する研究もまたＢＳＥ研究としては大事であると。こういった研究

の推進なしに科学的・定量的リスク評価は不可能であるということを介して結論、今日ま

での議論を結果としてまとめる調査なんですけれども。どうぞ。 

○小野寺専門委員  30 ページの「牛飼育農家における規制の徹底」ということが書いてあ

るんですけれども、農場での一種のＨＡＣＣＰの問題があるわけですけれども、ここのパ

ラグラフの中の下から３行目の「牛農家巡回点検の毎年度実施」と書いてあるんですけれ

ども、どういうことを点検しているのかが余り、これは公文書としてはこれでいいのかも
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しれませんけれども、内容の資料がどこかにあるといいと思います。 

○吉川座長  農水省、いいですか。 

○農林水産省B  この辺につきましては、既に一度資料を提出しております、牛農家での

巡回点検指導の結果ということを、このファイルの方にございますけれども、参考資料４

ということで入ってございます。平成 15 年度食品巡回点検指導事業によります調査結果と

いうことで、具体的な中身には、参考資料にページが入ってないのであれなんですが、参

考資料４の更に資料の３というところの２ページ前のところにございます。平成 15 年度食

品別巡回点検指導事業によります調査結果ということで、実際に地方農政事務所の職員が

畜産農家の方へ入りまして、こういった聞き取り、それから実際にその場で確認というこ

ともいたしております。そういった中での動物性タンパクの給与ということにつきまして

の状況を確認し、問題がある場合につきましては指導ということを行っております。それ

で、この調査につきましては、従来農林水産省の方の事業といたしまして、鳥ですとか、

豚ですとか、そういった畜種について調査をしておりましたものにつきまして、平成 15

年度に牛ということも加えまして開始したわけですけれども、今後、牛農家につきまして

も、一定の調査をしていきたいという趣旨でございます。 

○吉川座長  よろしいですか。それでは、特になければ議論の結果をまとめる 31 ページの

「４．結論」という項目を、どうしましょうか、少し素案をつくって議論した方がいいで

すか。先ほど定性分析のところで、20 か月齢以下の検査見直しについては、陽性牛が出る

確率は非常に低いし、汚染度は低いと。しかし、ゼロではないと。表１から見ると差がな

いように見えるけれども、そこには実は議論の結果としては全く同じではないというコメ

ントを付けるというような趣旨になっていたかと思います。２、３、４の諮問に関しては、

特に異論がなければ、こちらの諮問に対する見解のところの主要なところを少し抜き書き

してまとめるような格好の案をつくって、委員に回して意見をもらってまとめる方が効率

がいいですか。それとも、もう 10 分ぐらい時間がありますから、そこで少し結論に当たっ

ての議論があればしておいた方が賢明かもしれません。 

○山内専門委員  結論でまとめられるのは、今のような内容でいいと思うんですが、そも

そもこの諮問を受けたときに、特に月例見直しに関して、厚生労働省は科学的合理性を目

的としたものであるというふうに言ってきているんですが、ＳＲＭの監視体制の改善はこ

れから行うとか、ピッシングの改善はこれからの検討事項とか、それからもう一方では輸

入飼料対策の問題とか、幾つかあるわけで、そういったことが今回この検討で明らかにな

ってきたわけです。そういった場合に、そういったものがちゃんと実行された上で諮問を

出す方が、本当は科学的合理性に基づくものであろうと私は考えたんです。ですから、そ

ういう意見を何らかの形で付け加えていただきたいと思います。ただ単に結論だけという

ことでは、我々は科学的合理性をこれで認めたことになってしまうかもしれない。 

○冨澤調整官  よろしいでしょうか。31 ページの今、山内先生のおっしゃった内容なんで

すけれども、「５．おわりに」の１つ目のパラグラフを見ていただくと、両省においては、
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本評価に基づくＳＲＭ除去（とりわけピッシングの廃止）、飼料規制の実行性確保を推進

するに当たり、具体的な数値目標を設定し、客観的評価を行うことができる体制を構築す

べきであると書いてございますので、もしもあれであれば、このような内容に付け加えれ

ばいいのか、それともまたほかの方法があれば教えていただければと思います。 

○山内専門委員  それは、どちらで言われてもいいと思うんですが、私は結論にできれば

入れたらと思ったんですが、「５．おわりに」の方に入る方がいいか、私としては余りは

りっきりした意見は今のところ整理できていません。 

○甲斐（知）専門委員  「５．おわりに」は、まとめの感想のようになっていますので、

やはり４番が諮問に答えるための結論ですね。ですから、今の山内先生の答えは、その諮

問に対しての答えですので、できれば４の方に書いた方が私もいいと思います。 

○山本専門委員  よろしいですか。諮問は、先ほどから申し上げているように、20 か月例

のところで、切るか切らないかによって、現時点でのリスクが変化するかどうかを評価し

てくれと言っているんです。改善した結果どうなっているかとか、そういうことに対して

は、今後の課題として当然残っているからほかの諮問が来ているわけですけれども、現時

点でのリスクが変化するかどうかの話を、１番の諮問でお答えすればいいということを考

えて、この評価をやっていると思っているんですけれども、それでよろしいですね。 

○山内専門委員  結論は、今のとおりでいいと思います。ただ、そうじゃなくてコメント

として、こちらの委員会のスタンスとして、ちゃんとした我々の意見表明をどこかでやる

べきだろうと私は思っています。要するに、科学的合理性というようなキーワードでもっ

て言われても、とても科学的合理性があるとは思えない。 

○見上委員  よろしいですか。 

○吉川座長  どうぞ。 

○見上委員  参考資料１に、我々の委員長あてに厚生労働省から来たのが評価についてな

んです。だから、この評価に対して答えるのが、評価に対する答えというのは、上の食品

安全委員会の方の寺田委員長に来たから、寺田委員長が答えるのであって、それは諮問 VS

答申の関係で、山本さんが言ったとおりだと思います。だから、結論は結論でいいんです。

結論は結論としてこういうふうに出すと、それがこの諮問に対する考え方だと思います。 

○山内専門委員  結局、諮問が出されてから、その諮問に関しての質疑応答の中でそうい

う回答が得られてきているわけです。ですから、諮問に書かれている文言だけで、それに

対して答えればいいというそう簡単な話では、これだけ長い時間かけて議論してきている

わけです。 

○見上委員  だから、それは中間とりまとめのときと同じあれだと思います。 

○山内専門委員  ですから、そういうこともちゃんとこの委員会の立場として、どこかに

入れるべきであろうというのが、私の意見なんです。 

○北本専門委員  よろしいですか。 

○吉川座長  どうぞ。 
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○北本専門委員  皆さん、今日の資料の 16 ページを見ながら私のコメントを聞いていただ

きたいんですけれども、今日は、その 16 ページの表１で、全頭検査と 21 か月以上の検査

は余り変わらないというような流れになってきたんですが、実はこの表１をつくってくれ

たお陰で、非常に低いであるとか、まだ不明であるとかという問題点を、むしろリストア

ップできたんではないかと。恐らく、農水省にしても厚労省にしても、勿論、各両省の人

たちが、もう認識していたことでしょうけれども、だけどこれで明らかになっていたんじ

ゃないかと。ですから、国民の皆様への説明義務として、我々の委員会が担っているのは、

より食品が安全になるということは非常に、それに対する担保であればいろんなことをし

なければいけないんじゃないかということからして、何となく私はここで左右を見て、変

わらなかったからいいんではなくて、やはりまだ非常に低いけれどもあるんだと、低い、

ないし不明の点があるんだと、これはやはり両省への今後、答申以上の優等生の答えを返

してもいいのかなと思っていますので、そういうふうな感じでまとめられたら一番最高か

なと思います。 

○吉川座長  ありがとうございました。甲斐委員、何かございますか。 

○甲斐（諭）専門委員  山内委員のお話と、最後の「おわりに」の部分で、今、御指摘あ

ったように３行書いてあるので、そのことが山内委員の御指摘に対する答えではないかと

思うんです。ですから、私はこれでいいと思います。 

○吉川座長  わかりました。時間が押しておりますので、結論に関しては今日の議論を受

けて、また少し、今日はいませんでしたけれども、金子座長と相談して少し骨格を今まで

の意見を含めて、ちょっとたたき台を結論に関して送って、委員の方々の意見を伺いたい

と思います。それでいいですか。 

                              （「はい」と声あり） 

○吉川座長  今日は一応予定の時間になりましたけれども、議題はもう一つその他とあり

ますけれども、事務局の方から何かございますか。 

○冨澤調整官  特にございません。ありがとうございました。 

○吉川座長  本当に年度末のお忙しいところを無理言って集まっていただいて、たくさん

の委員に来ていただいてありがとうございました。 

○梅田課長補佐  済みません。厚生労働省の方から、当日配布資料ということで急遽いた

だいておるものがありますので、それについて簡単に説明させていただければと思います。

○吉川座長  どうぞ。 

○厚生労働省  それでは、１分だけ済みません。12 月６日に提出させていただきました、

ＢＳＥ対策に関する調査結果ということで、都道府県関係を通じまして、各と畜場でどの

ようなＢＳＥ対策について問題点があるかということで、先ほどの表１の中にも出てきま

した、標準作業手順書の問題等々もございまして、それにつきまして、その後改善状況に

つきまして調査をいたしました。その結果が当日配布資料として提出させていただいてい

るものであります。１月末現在ということで、全国の牛のと殺を行っていると畜場は 160 
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ということで変わっておりません。その中で、脊髄片の飛散防止についてということで、

背割りを行っていない６か所を除きますと、回収をしているところが 153 、これは 12 月

１日に御報告したものと同じであります。その後、この調査が１月末現在ですけれども、

２月に入ってから改善済みという連絡がもう一回もございましたので、一応全部改善は終

わったと。それから、背割りの方についても、１か所が改善しまして、全部の改善が終わ

ったと。それから、除去後、高圧水により洗浄をしているということについても、３か所

改善が終わりまして、全施設改善が終わったと。次に、ＳＳＯＰの作成状況でございます

けれども、めん山羊も含めますと、166 施設というのが母数になります。その中で、作成

済みが 155 、残り 11 施設につきましては、作成中、または予定日を設けているところが

９か所ということです。それから、めん山羊のと畜をしないのは２施設ということになり

ましたので、３月 31 日までにあと９施設が改善をすると、前回の調査の問題点については、

一応すべて改善が終了するということになります。以上でございます。 

○冨澤調整官  済みません。あと事務的に、今、特にございませんと申し上げましたけれ

ども、２点ございまして、今まで先生方にお願いしているように、今日の資料１の御意見

に対する御意見がもしもございましたら、また事務局の方に出していただくということで

よろしいですか。これについては、どういたしますか。 

○吉川座長  読んで見て大きく、整合性とかそういう問題があれば送ってもらって。 

○冨澤調整官  それでは、大きな点がございましたら送っていただくということでよろし

いですか。 

○吉川座長  それで、結論に関しては、たたき台をなるべく早くつくりますから、それに

関しての意見はほしいと。 

○冨澤調整官  それでは、先生につくっていただいたら、こちらの方でとりまとめて委員

の先生方に送らせていただくということでよろしいですか。 

○吉川座長  はい。どうぞ。 

○山内専門委員  結論だけではなくて、やはり本文全体、幾つか修正の意見が出ています

ので、全部直った形で送っていただいて、これはもう持ち回りでやるということですか。

○吉川座長  いいえ、もう一回結論も含めてやりたいと思っています。 

○山内専門委員  それだったらいいです。 

○村上評価課長  今までもそうしておりましたように、ある程度原案ができた段階で各委

員にお送りをして、更にそれについて御意見をいただいた上で、座長と御相談をしてまた

案をつくって送るという作業をさせていただきたいと思います。 

○吉川座長  ほかにございますか。 

○寺田委員長  まだ続いている途中ですけれども、本当に、独立・中立で、いろんな話が

あったりしますけれども、客観的な、科学的な立場で透明性を保ちながら本当によくやっ

ていただいております。いつものことですが、感謝しております。これは、中間とりまと

めのところが現状を書いたということで、今度はリスク評価のことが入ってきておりまし
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て、ちょっとニュアンスが違うということを世の中の方もわかっていただいて、そういう

形で答申を出しているという立場だと。それから、もう一つは、この場で今さら言うのも

あれですけれども、全部公開で、しかもいろんな案は事務局の方でつくっているわけでは

なくて、ここにいる委員の先生方がつくって、それを事務局がまとめて、また皆さんにお

送りして、イエス・ノーをやって、かなり大変な労力を先生方にはかけていると。それか

ら、非常勤であって大変忙しいところと。何よりも公開というのが、なかなかみんな慣れ

てないので大変だと思いますけれども、これも国民のためにということですので、どうぞ

よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。 

○吉川座長  どうもありがとうございました。ほかにございますか。よろしいですか。そ

れでは、今日の専門調査会を終えたいと思います。どうもありがとうございました。 

                                     ―了― 


